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条 例
奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第42号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例

（趣旨）
第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第
27号。以下「法」という。）第９条第２項の規定に基づ
く個人番号の利用及び法第19条第９号の規定に基づく特
定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法にお
いて使用する用語の例による。
（市の責務）
第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に
関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を
講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ
主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとす
る。
（個人番号の利用に係る事務）
第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１
の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び
別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる
事務並びに市長又は教育委員会が行う法別表第２の第２
欄に掲げる事務とする。
２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる

事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げ
る特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用
することができる。ただし、法の規定により、情報提供
ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務
実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができ
る場合は、この限りでない。
３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる
事務を処理するために必要な限度で同表の第４欄に掲げ
る特定個人情報であって自らが保有するものを利用する
ことができる。ただし、法の規定により、情報提供ネッ
トワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施
者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場
合は、この限りでない。
４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合
において、他の条例、規則その他の規程の規定により当
該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が
義務付けられているときは、当該書面の提出があったも
のとみなす。
（特定個人情報の提供）
第５条 法第19条第９号の条例で定める特定個人情報を提
供することができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる
機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２
欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に
掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表
の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供すると
きとする。
２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合に
おいて、他の条例、規則その他の規程の規定により当該
特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義
務付けられているときは、当該書面の提出があったもの
とみなす。
（委任）
第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。

附 則
この条例は、平成28年１月１日から施行する。ただし、
第４条第２項ただし書及び第３項ただし書の規定は、法附
則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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別表第１（第４条関係）

別表第２（第４条関係）
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機 関 事 務

１ 市長 奈良市子ども医療費の助成に関する条例（昭和48年奈良市条例第３号）による子どもに対する医
療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

２ 市長 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

３ 市長 奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号）による市営住宅（公営住宅法（昭和26年法律第
193号）の適用を受けるものを除く。次表において同じ。）の管理に関する事務であって規則で定
めるもの

４ 市長 奈良市改良住宅条例（昭和47年奈良市条例第46号）による改良住宅等（住宅地区改良法（昭和35
年法律第84号）の適用を受けるものを除く。次表において同じ。）の管理に関する事務であって
規則で定めるもの

５ 市長 奈良市コミュニティ住宅条例（平成４年奈良市条例第15号）によるコミュニティ住宅の管理に関
する事務であって規則で定めるもの

６ 市長 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（昭和48年奈良市条例第４号）によるひとり親
家庭等の配偶者のない者及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

７ 市長 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和47年奈良市条例第12号）による心身障害者に
対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

８ 市長 重度心身障害者老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

９ 市長 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長 在宅の要介護者に対する紙おむつ等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

11 教育委員会 児童又は生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定め
るもの

12 教育委員会 学校教育法（昭和22年法律第26号）による児童又は生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関
する事務であって規則で定めるもの

機 関 事 務 特定個人情報

１ 市長 奈良市子ども医療費の助成に
関する条例による子どもに対
する医療費の助成に関する事
務であって規則で定めるもの

地方税法（昭和25年法律第226号）その他の地方税に関する法律に
基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる
事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）であって規
則で定めるもの

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）又は高齢者の医療の確保
に関する法律（昭和57年法律第80号）による医療に関する給付の
支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医療保険給付関係情
報」という。）であって規則で定めるもの

生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護の実施又は就労自
立給付金の支給に関する情報（以下「生活保護関係情報」という。
）であって規則で定めるもの

奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親
家庭等の配偶者のない者及び児童に対する医療費の助成に関する
情報（以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。）で
あって規則で定めるもの

奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者に
対する医療費の助成に関する情報（以下「心身障害者医療費助成
関係情報」という。）であって規則で定めるもの

２ 市長 小児慢性特定疾病児童等に対
する日常生活用具の給付に関
する事務であって規則で定め
るもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律
第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報（
以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。）であって規
則で定めるもの
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３ 市長 奈良市営住宅条例による市営
住宅の管理に関する事務であ
って規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）による身体障害者手
帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第
123号）による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法（
昭和35年法律第37号）にいう知的障害者に関する情報（以下「障
害者関係情報」という。）であって規則で定めるもの

４ 市長 奈良市改良住宅条例による改
良住宅等の管理に関する事務
であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

５ 市長 奈良市コミュニティ住宅条例
によるコミュニティ住宅の管
理に関する事務であって規則
で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

６ 市長 奈良市ひとり親家庭等医療費
の助成に関する条例によるひ
とり親家庭等の配偶者のない
者及び児童に対する医療費の
助成に関する事務であって規
則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

７ 市長 奈良市心身障害者医療費の助
成に関する条例による心身障
害者に対する医療費の助成に
関する事務であって規則で定
めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

８ 市長 重度心身障害者老人等に対す
る医療費の助成に関する事務
であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

９ 市長 精神障害者に対する医療費の
助成に関する事務であって規
則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

奈良市子ども医療費の助成に関する条例による子どもに対する医
療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者老人等に対する医療費の助成に関する情報であっ
て規則で定めるもの



（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市条例第43号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部を改正する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例（昭和42年奈良市条例第34号）の一部を次のように
改正する。
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奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）

別表第３（第５条関係）

10 市長 在宅の要介護者に対する紙お
むつ等の支給に関する事務で
あって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法（平成９年法律第123号）による保険給付の支給、地域
支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定
めるもの

11 市長 健康増進法（平成14年法律第
103号）による健康増進事業
の実施に関する事務であって
規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

情報照会機関 事 務 情報提供機関 特定個人情報

１ 教育委員会 児童又は生徒の保護者に対する特別支援教
育就学奨励費の支給に関する事務であって
規則で定めるもの

市長 地方税関係情報であって規則で定
めるもの

生活保護関係情報であって規則で
定めるもの

２ 教育委員会 学校教育法による児童又は生徒の保護者に
対する就学援助費の支給に関する事務であ
って規則で定めるもの

市長 地方税関係情報であって規則で定
めるもの

生活保護関係情報であって規則で
定めるもの

附則第５条第１項の表を次のように改める。

１ 傷病補償年金 ⑴ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）による障害厚生年金又は被用者年金制度の
一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号。
以下「平成24年一元化法」という。）附則第41条第１項の規定による障害共済年金若し
くは平成24年一元化法附則第65条第１項の規定による障害共済年金（以下単に「障害
厚生年金等」という。）及び国民年金法（昭和34年法律第141号）による障害基礎年金
（同法第30条の４の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」とい
う。）

0.73

⑵ 障害厚生年金等（当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される
場合を除く。）

0.86

⑶ 障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年
一元化法附則第37条第１項に規定する給付のうち障害共済年金（以下「平成24年一元
化法改正前国共済法による障害共済年金」という。）若しくは平成24年一元化法附則第
61条第１項に規定する給付のうち障害共済年金（以下「平成24年一元化法改正前地共
済法による障害共済年金」という。）が支給される場合を除く。）

0.88

⑷ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正
法」という。）附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金（以下
「旧船員保険法による障害年金」という。）

0.75

⑸ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金（
以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。）

0.75

⑹ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付のうち障害年金（以下
「旧国民年金法による障害年金」という。）

0.89

２ 障害補償年金 ⑴ 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73

⑵ 障害厚生年金等（当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される
場合を除く。）

0.83

⑶ 障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年
一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済
法による障害共済年金が支給される場合を除く。）

0.88



附 則
（施行期日等）
１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改
正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、平
成27年10月１日から適用する。
（経過措置）
２ 新条例附則第５条の規定は、この条例の適用の日（以
下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた
年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき
事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償につ
いて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日
前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき
事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
３ 平成24年一元化法第２条の規定による改正前の国家公
務員共済組合法（昭和33年法律第128号。以下この項に
おいて「改正前国共済法」という。）による職域加算額
（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険
法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職
給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当
法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務
員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関す
る政令（平成27年政令第345号）第８条第１項の規定に

より読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第５項
の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前
国共済法第82条第２項に規定する公務等による旧職域加
算障害給付（平成24年一元化法附則第36条第５項に規定
する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付
事由とするものをいう。）又は平成24年一元化法附則第
36条第５項の規定によりなおその効力を有するものとさ
れた改正前国共済法第89条第３項に規定する公務等によ
る旧職域加算遺族給付（平成24年一元化法附則第36条第
５項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち
死亡を給付事由とするものをいう。）に係るものに限る。
）又は平成24年一元化法第３条の規定による改正前の地
方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号。以下こ
の項において「改正前地共済法」という。）による職域
加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済
組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生
年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法
律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付
等に関する経過措置に関する政令（平成27年政令第347
号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令
」という。）第７条第１項の規定により読み替えられた
平成24年一元化法附則第60条第５項の規定によりなおそ
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附則第５条第２項の表を次のように改める。

⑷ 旧船員保険法による障害年金 0.74

⑸ 旧厚生年金保険法による障害年金 0.74

⑹ 旧国民年金法による障害年金 0.89

３ 遺族補償年金 ⑴ 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第１項の規定
による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第１項の規定による遺族共
済年金（以下単に「遺族厚生年金等」という。）及び国民年金法による遺族基礎年金
（国民年金等改正法附則第28条第１項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「
遺族基礎年金」という。）

0.80

⑵ 遺族厚生年金等（当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される
場合を除く。）

0.84

⑶ 遺族基礎年金（当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成24年
一元化法附則第37条第１項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元
化法附則第61条第１項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。
）又は国民年金法による寡婦年金

0.88

⑷ 国民年金等改正法附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.80

⑸ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.80

⑹ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母
子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

１ 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73

２ 障害厚生年金等（当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。） 0.86

３ 障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共
済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合
を除く。）

0.88

４ 旧船員保険法による障害年金 0.75

５ 旧厚生年金保険法による障害年金 0.75

６ 旧国民年金法による障害年金 0.89



の効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第２
項に規定する公務等による旧職域加算障害給付（改正前
地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とする
ものをいう。）又は平成27年地共済経過措置政令第７条
第１項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附
則第60条第５項の規定によりなおその効力を有するもの
とされた改正前地共済法第99条の２第３項に規定する公
務等による旧職域加算遺族給付（改正前地共済法による
職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）
に係るものに限る。）の受給権者が同一の支給事由によ
り平成24年一元化法第１条の規定による改正後の厚生年
金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平
成24年一元化法附則第41条第１項の規定により国家公務
員共済組合連合会（国家公務員の退職給付の給付水準の
見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正
する法律（平成24年法律第96号）第５条の規定による改
正後の国家公務員共済組合法第21条第１項に規定する国
家公務員共済組合連合会をいう。）が支給する年金であ
る給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平
成24年一元化法附則第65条第１項の規定により地方公務
員共済組合（平成24年一元化法附則第56条第２項に規定
する地方公務員共済組合をいう。）が支給する年金であ
る給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給
を受けるときは、当分の間、新条例附則第５条第１項の
規定は、適用しない。
４ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に、こ
の条例による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例附則第５条の規定により支
給された年金たる補償及び休業補償は、新条例による年
金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第44号

奈良市税条例の一部を改正する条例
奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）の一部を次
のように改正する。
第５条の次に次の５条を加える。
（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方
法）
第５条の２ 地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」
という。）第15条第３項及び第５項に規定する条例で定
める方法は、同条第１項若しくは第２項の規定による徴
収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）
をする期間内又は同条第４項の規定による徴収の猶予を
した期間の延長（以下この節において「徴収の猶予期間
の延長」という。）をする期間内の各月（市長がやむを
得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が
指定する月。以下この節において同じ。）ごとに分割し

て納付し、又は納入させる方法とする。
２ 市長は、法第15条第３項又は第５項の規定により、徴
収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割
して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割
納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び
各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
を定めるものとする。
３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受け
た者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納
入することができないことにつきやむを得ない理由があ
ると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又
は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額
又は納入金額を変更することができる。
４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の
各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期
限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、
当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限
及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入
金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の
猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の
各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又
は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付
金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた
者に通知しなければならない。
（徴収猶予の申請手続等）
第５条の３ 法第15条の２第１項に規定する条例で定める
事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実があ
ること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に
納付し、又は納入することができない事情の詳細
⑵ 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期
限及び金額
⑶ 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする
金額
⑷ 当該徴収の猶予を受けようとする期間
⑸ 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を
行うかどうか（分割納付又は分割納入の方法により納
付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割
納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は
各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。）
⑹ 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を
超え、かつ、その期間が３月を超える場合には、提供
しようとする法第16条第１項各号に掲げる担保の種類、
数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証である
ときは、保証人の氏名及び住所又は居所）その他担保
に関し参考となるべき事項（担保を提供することがで
きない特別の事情があるときは、その事情）

２ 法第15条の２第１項に規定する条例で定める書類は、
次に掲げる書類とする。
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⑴ 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実を証
するに足りる書類

⑵ 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにす
る書類

⑶ 当該徴収の猶予を受けようとする日前１年間の収入
及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込
みを明らかにする書類

⑷ 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を
超え、かつ、その期間が３月を超える場合には、地方
税法施行令（昭和25年政令第245号。以下「令」とい
う。）第６条の10の規定により提出すべき書類その他
担保の提供に関し必要となる書類

３ 法第15条の２第２項に規定する条例で定める事項は、
次に掲げる事項とする。
⑴ 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は
納入することができない事情の詳細

⑵ 第１項第２号から第６号までに掲げる事項
４ 法第15条の２第２項及び第３項に規定する条例で定め
る書類は、第２項第２号から第４号までに掲げる書類と
する。
５ 法第15条の２第３項に規定する条例で定める事項は、
次に掲げる事項とする。
⑴ 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金
の年度、種類、納期限及び金額

⑵ 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受け
た金額を納付し、又は納入することができないやむを
得ない理由

⑶ 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間
⑷ 第１項第５号及び第６号に掲げる事項
６ 法第15条の２第４項に規定する条例で定める書類は、
第２項第４号に掲げる書類とする。
７ 法第15条の２第８項に規定する条例で定める期間は、
20日とする。
（職権による換価の猶予の手続等）
第５条の４ 法第15条の５第２項において読み替えて準用
する法第15条第３項及び第５項に規定する条例で定める
方法は、法第15条の５第１項の規定による換価の猶予を
する期間内又は法第15条の５第２項において読み替えて
準用する法第15条第４項の規定による換価の猶予をした
期間の延長をする期間内の各月ごとに分割して納付し、
又は納入させる方法とする。
２ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第15条
の５第２項において読み替えて準用する法第15条第３項
又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入さ
せる場合について準用する。
３ 法第15条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で
定める書類は、次に掲げる書類とする。
⑴ 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類
⑵ 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
（申請による換価の猶予の申請手続等）
第５条の５ 法第15条の６第１項に規定する条例で定める

期間は、６月とする。
２ 法第15条の６第３項において読み替えて準用する法第
15条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、
法第15条の６第１項の規定による換価の猶予をする期間
内又は法第15条の６第３項において準用する法第15条第
４項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期
間内の各月ごとに分割して納付し、又は納入させる方法
とする。
３ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第15条
の６第３項において読み替えて準用する法第15条第３項
又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入さ
せる場合について準用する。
４ 法第15条の６の２第１項に規定する条例で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
⑴ 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事
業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
⑵ 第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号
に掲げる事項
⑶ 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限
及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納
入金額

５ 法第15条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で
定める書類は、第５条の３第２項第２号から第４号まで
に掲げる書類とする。
６ 法第15条の６の２第２項に規定する条例で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
⑴ 第５条の３第１項第６号に掲げる事項
⑵ 第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事
項
⑶ 第４項第３号に掲げる事項
７ 法第15条の６の２第３項において準用する法第15条の
２第８項に規定する期間は、20日とする。
（担保を徴する必要がない場合）
第５条の６ 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶
予に係る金額が100万円以下である場合、猶予の期間が
３月以内である場合又は担保を徴することができない特
別の事情がある場合とする。
第６条中「地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」
という。）」を「法」に、「行なう」を「行う」に改める。
第７条第２項中「行なう」を「行う」に改める。
第13条第３項中「地方税法施行令（昭和25年政令第245
号。以下「令」という。）」を「令」に改める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。
（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価
の猶予に関する経過措置）
第２条 この条例による改正後の奈良市税条例（以下「新
条例」という。）第５条の２、第５条の３及び第５条の
６（地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第
２号。以下「平成27年改正法」という。）附則第１条第
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６号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭和25年法
律第226号。以下この条において「平成28年新法」とい
う。）第15条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予
に係る部分に限る。）の規定は、この条例の施行の日（
以下「施行日」という。）以後に申請される平成28年新
法第15条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予につ
いて適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第
１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（以下
この条において「平成28年旧法」という。）第15条第１
項又は第２項の規定による徴収の猶予については、なお
従前の例による。
２ 新条例第５条の４及び第５条の６（平成28年新法第15
条の５第１項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。
）の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価
の猶予について適用し、同日前にされた平成28年旧法第
15条の５第１項の規定による換価の猶予については、な
お従前の例による。
３ 新条例第５条の５及び第５条の６（平成28年新法第15
条の６第１項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。
）の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来
する徴収金について適用する。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市立こども園設置条例等の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第45号

奈良市立こども園設置条例等の一部を改正する条例
（奈良市立こども園設置条例の一部改正）
第１条 奈良市立こども園設置条例（平成26年奈良市条例
第52号）の一部を次のように改正する。
第２条の表に次のように加える。

（奈良市立保育所設置条例の一部改正）
第２条 奈良市立保育所設置条例（平成17年奈良市条例第
26号）の一部を次のように改正する。
第２条の表布目保育園の項及び柳生保育園の項を削る。

（奈良市立学校設置条例の一部改正）
第３条 奈良市立学校設置条例（昭和39年奈良市条例第16
号）の一部を次のように改正する。
第２条の表幼稚園の部奈良市立大柳生幼稚園の項を削

る。
附 則

この条例は、平成28年４月１日から施行する。
（平成27年12月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市立診療所設置条例及び奈良市立診療所諸料金条例

の一部を改正する条例をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第46号

奈良市立診療所設置条例及び奈良市立診療所諸料金
条例の一部を改正する条例

（奈良市立診療所設置条例の一部改正）
第１条 奈良市立診療所設置条例（昭和24年奈良市条例第
27号）の一部を次のように改正する。
第１条の表に次のように加える。

第４条第２項中第３号を第４号とし、第２号を第３号
とし、第１号の次に次の１号を加える。
⑵ 火曜日、水曜日及び金曜日（奈良市立興東診療所
に限る。）
別表に次のように加える。

（奈良市立診療所諸料金条例の一部改正）
第２条 奈良市立診療所諸料金条例（昭和24年奈良市条例
第28号）の一部を次のように改正する。
第１条第１項第２号中「及び奈良市立都祁診療所」を
「、奈良市立都祁診療所及び奈良市立興東診療所」に改
める。

附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農林漁業体験実習館条例の一部を改正する条例を
ここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第47号

奈良市農林漁業体験実習館条例の一部を改正する条
例

奈良市農林漁業体験実習館条例（平成17年奈良市条例第
46号）の一部を次のように改正する。
第１条中「茶等の消費宣伝及び高齢者の加工技術を生か
す場を提供する」を「地域の活性化及び交流人口の拡大に
資する」に改める。
第４条の２及び第５条を次のように改める。
（開館時間及び休館日）
第４条の２ 体験実習館の開館時間（ＲＶパークにあって
は、利用時間。次項において同じ。）及び休館日は、別
表第１のとおりとする。
２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある
と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、体験実
習館の開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休
館し、若しくは開館することができる。
（利用の方法）
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奈良市立布目こども園 奈良市邑地町40番地 60人

奈良市立柳生こども園 奈良市柳生下町156
番地 50人

奈良市立興東診療所 奈良市大柳生町4,254番地

奈良市立興東診療所 午後１時30分から午後４時ま
で



第５条 体験実習館を利用しようとする者は、あらかじめ
指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受け
た事項を変更するときも、また、同様とする。
２ 指定管理者は、前項の承認に際し、体験実習館の管理
上必要な範囲内で条件を付けることができる。
３ 第１項の承認を受けた者（以下「利用者」という。）
は、体験実習館の利用を終わったときは、施設等を原状
に回復しなければならない。
第５条の次に次の２条を加える。
（利用の不承認）
第５条の２ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当す
ると認めるときは、利用の承認をしてはならない。
⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれが
あるとき。

⑵ 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
⑶ 前２号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。
（利用承認の変更等）
第５条の３ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当す
るときは、体験実習館の利用の条件を変更し、若しくは
利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
⑴ この条例に違反したとき。
⑵ 偽りその他の不正の手段により承認を受けたとき。

⑶ 災害その他不可抗力による理由により利用すること
ができなくなったとき、又は利用することが不適当と
認められるとき。
⑷ 前３号に定めるもののほか、公益上又は管理上指定
管理者が特に必要と認めたとき。

２ 前項の規定により利用の条件の変更若しくは利用の停
止又は利用の承認の取消しを受けた者に生じた損害につ
いては、市及び指定管理者は、賠償の責めを負わない。
第６条第２項中「１日につき8,000円を超えない」を
「別表第２に定める額の」に改め、同条の次に次の２条を
加える。
（利用料金の減免）
第６条の２ 指定管理者は、市長が特別の理由があると認
めるときは、利用料金を減免することができる。
（利用料金の還付）
第６条の３ 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市
長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一
部を還付することができる。
第７条第１号及び第９条第１項中「き損」を「毀損」に
改める。
附則の次に別表として次の２表を加える。
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別表第１（第４条の２関係）

別表第２（第６条関係）

施設名 開館時間（利用時間） 休館日

食品加工実習室 午前８時30分から午後５時15分まで 木曜日及び12月29日から翌年１月３日まで

和室 午前８時30分から午後５時15分まで 木曜日及び12月29日から翌年１月３日まで

ＲＶパーク 午後１時から翌日の午前10時まで（連続して２泊
以上利用する場合は、利用を始める日の午後１時
から利用を終える日の午前10時まで）

―――――

施設名 利用料金

食品加工実習室 １日につき 8,000円

和室 １日につき 8,000円

ＲＶパーク １台１泊につき 2,500円

附 則
この条例は、平成28年２月１日から施行する。ただし、
第４条の２及び第５条の改正規定（第４条の２第１項に係
る部分を除く。）、第５条の次に２条を加える改正規定、第
６条の次に２条を加える改正規定並びに第７条第１号及び
第９条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条
例をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第48号

奈良市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す
る条例

奈良市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年奈良市条
例第13号）の一部を次のように改正する。
附則第５条第１項中「当該損害補償」を「当該年金たる
損害補償」に、「掲げる年金たる給付」を「掲げる当該法
律による年金たる給付」に改め、同項の表を次のように改
める。
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１ 傷病補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）による障害厚生年金又は被用者年金制度の一
元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号。
以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。）附則第41条第１項の
規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第１項の規定による障
害共済年金（以下「障害厚生年金等」という。）及び国民年金法（昭和34年法律第141
号）による障害基礎年金（同法第30条の４の規定による障害基礎年金を除く。以下こ
の表、次項の表及び第５項の表において「障害基礎年金」という。）

0.73

２ 傷病補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.82
（第１級
又は第２
級の傷病
等級に該
当する障
害に係る
傷病補償
年金にあ
つては、
0.81）

３ 障害補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73

４ 障害補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.82
（第１級
又は第２
級の障害
等級に該
当する障
害に係る
障害補償
年金にあ
つては、
0.81）

５ 遺族補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第１項の規定に
よる遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第１項の規定による遺族共済
年金（以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。）及び国民年金法
による遺族基礎年金（国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号。以
下「国民年金等改正法」という。）附則第28条第１項の規定による遺族基礎年金を除
く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。）

0.80

６ 遺族補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 0.87

附則第５条第２項中「、当該損害補償」を「、当該年金たる損害補償」に、「から当該損害補償」を「から当該年金
たる損害補償」に改め、同項の表を次のように改める。

１ 傷病補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

⑴ 障害厚生年金等 0.86

⑵ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成24年一元化法附則
第37条第１項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第
１項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する
給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度
の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年
法律第101号）附則第２条第１項第２号に規定する旧農林共済法（以下この表におい
て「旧農林共済法」という。）による障害共済年金（以下この表及び第５項の表にお
いて「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。）が支給さ
れる場合を除く。）

0.88
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２ 傷病補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

⑴ 障害厚生年金等 0.91
（第１級
又は第２
級の傷病
等級に該
当する障
害に係る
傷病補償
年金にあ
つては、
0.90）

⑵ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成24年一元化法改正
前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。）

0.92
（第１級
の傷病等
級に該当
する障害
に係る傷
病補償年
金にあつ
ては、
0.91）

３ 障害補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

⑴ 障害厚生年金等 0.83

⑵ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成24年一元化法改正
前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。）

0.88

４ 障害補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

⑴ 障害厚生年金等 0.89
（第１級
又は第２
級の障害
等級に該
当する障
害に係る
障害補償
年金にあ
つては、
0.88）

⑵ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成24年一元化法改正
前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。）

0.92
（第１級
の障害等
級に該当
する障害
に係る障
害補償年
金にあつ
ては、
0.91）

５ 遺族補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

⑴ 遺族厚生年金等 0.84

⑵ 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となつた死亡について平成24年一元化法附則
第37条第１項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第
１項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する
給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金（以下この表におい
て「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。）が支給され
る場合を除く。）又は国民年金法による寡婦年金

0.88

６ 遺族補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

⑴ 遺族厚生年金等 0.89

⑵ 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となつた死亡について平成24年一元化法改正
前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。）又は国民年金法による
寡婦年金

0.92
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附則第５条第３項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「年金たる給付の２が支給される」を「法律
による年金たる給付の数が２である」に、「、当該年金たる給付」を「、当該法律による年金たる給付」に改め、同項
の表を次のように改める。

１ 傷病補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

⑴ 国民年金等改正法附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金
（以下この表及び第６項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。）

0.75

⑵ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金
（以下この表及び第６項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。
）

0.75

⑶ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付のうち障害年金（以
下この表及び第６項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。）

0.89

２ 傷病補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

⑴ 旧船員保険法による障害年金 0.83
（第１級
の傷病等
級に該当
する障害
に係る傷
病補償年
金にあつ
ては、
0.82）

⑵ 旧厚生年金保険法による障害年金 0.83
（第１級
の傷病等
級に該当
する障害
に係る傷
病補償年
金にあつ
ては、
0.82）

⑶ 旧国民年金法による障害年金 0.93
（第１級
又は第２
級の傷病
等級に該
当する障
害に係る
傷病補償
年金にあ
つては、
0.92）

３ 障害補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

⑴ 旧船員保険法による障害年金 0.74

⑵ 旧厚生年金保険法による障害年金 0.74

⑶ 旧国民年金法による障害年金 0.89

４ 障害補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

⑴ 旧船員保険法による障害年金 0.83
（第１級
の障害等
級に該当
する障害
に係る障
害補償年
金にあつ
ては
0.81、第
２級の障
害等級に



附則第５条第４項中「当該損害補償」を「当該年金たる
損害補償」に改め、「当該各号に掲げる」の次に「法律に
よる」を加え、同条第５項を次のように改める。
５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由につ
いて次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支
給を受ける場合には、当分の間、第８条の規定にかかわ
らず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に
掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の
右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該休業補償
の額から同一の事由について支給される当該法律による
年金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の数が

２である場合にあつては、その合計額）を365で除して
得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を
支給する。
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該当する
障害に係
る障害補
償年金に
あつては
0.82）

⑵ 旧厚生年金保険法による障害年金 0.83
（第１級
の障害等
級に該当
する障害
に係る障
害補償年
金にあつ
ては
0.81、第
２級の障
害等級に
該当する
障害に係
る障害補
償年金に
あつては
0.82）

⑶ 旧国民年金法による障害年金 0.93
（第１級
又は第２
級の障害
等級に該
当する障
害に係る
障害補償
年金にあ
つては、
0.92）

５ 遺族補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものを
除く。）

⑴ 国民年金等改正法附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.80

⑵ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.80

⑶ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準
母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

６ 遺族補償年
金（第18条の
２に規定する
公務上の災害
に係るものに
限る。）

⑴ 国民年金等改正法附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.87

⑵ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.87

⑶ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準
母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.93



附則第５条第６項中「この条例の規定にかかわらず、こ
の条例」を「第８条の規定にかかわらず、同条」に改め、
「同表の左欄に掲げる」の次に「当該」を加え、「がこの
条例の規定による」を「が当該」に、「当該年金たる給付」
を「当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表中
「の規定」を削る。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改
正後の奈良市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条
例」という。）の規定は、平成27年10月１日から適用す
る。
（経過措置）
２ 新条例附則第５条の規定は、この条例の適用の日（以
下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた
年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支給す
べき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害
補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じ
た適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用日前
に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従
前の例による。
３ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に、こ
の条例による改正前の奈良市消防団員等公務災害補償条
例（以下「旧条例」という。）附則第５条の規定により
新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基
づく年金たる損害補償及び休業補償は、新条例による年
金たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市公民館条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第49号

奈良市公民館条例の一部を改正する条例
奈良市公民館条例（昭和39年奈良市条例第13号）の一部
を次のように改正する。
第２条第１項の表奈良市立伏見公民館の項中「奈良市青
野町191番地の１」を「奈良市青野町二丁目13番４号」に
改める。

附 則
この条例は、平成28年１月12日から施行する。

（平成27年12月25日掲示済）

規 則
奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成27年12月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第84号

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律施行細則の一部を改正する規則

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行細則（平成18年奈良市規則第80号）の一
部を次のように改正する。
第16条の２中「第40条」を「第41条第４項」に、「又は
第38条第１項」を「、第38条第１項（法第41条第４項にお
いて準用する場合を含む。）又は第51条の19第１項（法第
51条の21第２項において準用する場合を含む。）」に改める。
第16条の４第１項中「第46条第１項」の次に「及び第２
項又は第51条の25第１項及び第２項」を加え、同条第２項
中「第46条第２項」を「第46条第３項」に改める。
第16条の６中「第51条」の次に「又は第51条の30第１項
」を加える。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成27年12月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及
び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等
に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成27年12月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第85号

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者
の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支
援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規
則

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及
び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等
に関する規則（平成24年奈良市規則第28号）の一部を次の
ように改正する。
第２条第１項中「第51条の20」を「第51条の20第１項（
法第51条の21第２項において準用する場合を含む。）」に、
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障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73

障害厚生年金等（当該損害補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。） 0.86

障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前
国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。）

0.88



「第24条の28」を「第24条の28第１項（同法第24条の29第
４項において準用する場合を含む。）」に、「指定特定相談
支援事業者 指定障害児相談支援事業者指定申請書」を「
指定特定相談支援事業者 指定障害児相談支援事業者指定
（更新）申請書」に改め、同条第２項中「及び」を「又
は」に、「指定を」を「指定又は更新を」に改める。
別記第１号様式中
「指定特定相談支援事業者

指定申請書 を
指定障害児相談支援事業者 」
「指定特定相談支援事業者

指定（更新）申請書 に、
指定障害児相談支援事業者 」
「係る指定」を「係る指定（更新）」に改める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成27年12月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施
規則をここに公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第86号

奈良市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
実施規則

（目的）
第１条 この規則は、小児慢性特定疾病児童等に対し、特
殊寝台等の日常生活用具（以下「用具」という。）を給
付することにより、日常生活の便宜を図り、もって児童
等の健全育成に資することを目的とする。
（定義）
第２条 この規則において「小児慢性特定疾病児童等」と
は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の３第
３項に規定する医療費支給認定に係る児童等をいう。
（用具の種目等）
第３条 給付の対象となる用具は、別表第１の種目の欄に
掲げる用具とし、同表性能の欄に掲げる性能を有するも
のとする。
（対象者）
第４条 用具の給付を受けることができる者（以下「対象
者」という。）は、保護者又は本人が市内に住所を有す
る別表第１の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童
等であって、児童福祉法による施策（小児慢性特定疾病
に係る施策を除く｡）及び障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123
号）による施策の対象とならないものに限る。
（申請）
第５条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者（以
下「申請者」という｡）は、小児慢性特定疾病児童日常
生活用具給付申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる
書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
⑵ 対象者の扶養義務者（扶養義務者のない場合は対象

者）の所得税額を証明できる証票（申請月が１月から
６月までは前々年の所得、７月から12月までは前年の
所得に係るものとする｡）
⑶ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護又
は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
する法律（平成６年法律第30号）による支援給付を受
けているときは、生活保護証明書又は中国残留邦人等
支援給付に係る証明書
⑷ その他市長が必要と認める書類
２ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付を省略することができる。
（決定及び通知）
第６条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたと
きは、当該対象者の身体状況、介護の状況、家庭の経済
状況、住宅環境等を実地に調査して調査書（別記第２号
様式）を作成のうえ、その内容を審査し、用具の給付の
可否を決定するものとする。
２ 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したとき
は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書
（別記第３号様式）に小児慢性特定疾病児童日常生活用
具給付券（別記第４号様式）を添えて、申請者に通知す
るものとする。
３ 市長は、第１項の規定により用具の給付をしないこと
を決定したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具
給付不承認決定通知書（別記第５号様式）により、申請
者に通知するものとする。
（用具の給付及び負担）
第７条 用具の給付の決定を受けた申請者は、小児慢性特
定疾病児童日常生活用具給付券を用具の製作又は販売を
業とする者（以下「業者」という。）に提出し、用具の
引渡しを受けなければならない。
２ 前項の申請者は、用具の引渡しを受けたときは、当該
申請者が用具の給付の決定を受けた日の属する会計年度
において、別表第２に定める額を限度に、その用具の購
入に要する費用の一部又は全部を当該業者に支払わなけ
ればならない。
（管理義務等）
第８条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的
に反して使用し、又は譲渡し、交換し、転貸し、若しく
は担保に供してはならない。
２ 市長は、前項の規定に違反した者に対して、用具の給
付に要した費用の全部又は一部を返還させることがある。
（その他）
第９条 この規則に定めるもののほか、用具の給付に関し
必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。
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別表第１（第３条、第４条関係）

―17―

奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）

種 目 対 象 者 性 能

便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの（手すりをつける
ことができる。）

特殊マット 寝たきりの状態にあ
る者

褥
じょく

瘡
そう

の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有
するもの

特殊便器 上肢機能に障害のあ
る者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当た
り住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台 寝たきりの状態にあ
る者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部
及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等で
あること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたもの
であって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解
消等の用具となるもの

入浴補助用具 入浴に介助を要する
者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢
性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器 自力で排尿できない
者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者
が容易に使用し得るもの

体位変換器 寝たきりの状態にあ
る者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使
用し得るもの

車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、
必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽 発作等により頻繁に
転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害の
ある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト 体温調節が著しく難
しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御
機能が著しく欠けて、
がんや神経障害を起
こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザ―（吸入器） 呼吸器機能に障害の
ある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が
必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、
介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具（蓄便袋） 人工肛門を造設した
者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具（蓄尿袋） 人工膀胱を造設した
者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻 人工呼吸器の装着又
は気管切開が必要な
者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの



別表第２（第７条関係）
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平成28年７月12日
（火 曜 日）号外第８号 奈 良 市 公 報

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費用負担基準額表

世 帯 の 階 層 区 分 徴収基準額 加算基準額

Ａ

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付
を受けている世帯

円
0

円
0

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100 110

Ｃ１ Ａ階層及びＤ階層を除き当該年
度分の市町村民税の課税世帯で
あって、その市町村民税の額の
区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ
（所得割の額のない世帯）

2,250 230

Ｃ２ 所得割の額のある世帯 2,900 290

Ｄ１ Ａ階層及びＢ階層を除き前年分
の所得税課税世帯であって、そ
の所得税の額の区分が次の区分
に該当する世帯

2,400円以下 3,450 350

Ｄ２ 2,401円から4,800円まで 3,800 380

Ｄ３ 4,801円から8,400円まで 4,250 430

Ｄ４ 8,401円から12,000円まで 4,700 470

Ｄ５ 12,001円から16,200円まで 5,500 550

Ｄ６ 16,201円から21,000円まで 6,250 630

Ｄ７ 21,001円から46,200円まで 8,100 810

Ｄ８ 46,201円から60,000円まで 9,350 940

Ｄ９ 60,001円から78,000円まで 11,550 1,160

Ｄ10 78,001円から100,500円まで 13,750 1,380

Ｄ11 100,501円から190,000円まで 17,850 1,790

Ｄ12 190,001円から299,500円まで 22,000 2,200

Ｄ13 299,501円から831,900円まで 26,150 2,620

Ｄ14 831,901円から1,467,000円まで 40,350 4,040

Ｄ15 1,467,001円から1,632,000円まで 42,500 4,250

Ｄ16 1,632,001円から2,302,900円まで 51,450 5,150

Ｄ17 2,302,901円から3,117,000円まで 61,250 6,130

Ｄ18 3,117,001円から4,173,000円まで 71,900 7,190

Ｄ19 4,173,001円以上 全 額 左の徴収基準
額の10％。
ただし、その
額が8,560円
に満たない場
合は8,560円

備考
１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第１号に規
定する均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の額」とは、同項第２号に規定する所得割（この所得割を
計算する場合には、同法第314条の７、第314条の８、同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４
の２第５項の規定は適用しないものとする。）の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があ
った場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

２ この表のＤ１からＤ19までの階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措
置法（昭和32年法律第26号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175
号）の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。
）に係る取扱いについて（平成23年７月15日雇児発0715第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）によっ
て計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
⑴ 所得税法第78条第１項（同条第２項第１号、第２号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に
限る。）及び第３号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る。）に規定する寄附金に限る。
）、第92条第１項並びに第95条第１項から第３項まで



―19―

奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）

⑵ 租税特別措置法第41条第１項、第２項、第６項及び第24項、第41条の２、第41条の３の２第１項、第２項、
第５項及び第６項、第41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第３項並びに第41条の19の４第１項及
び第３項

⑶ 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第12条
３ 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明する
までの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によるものとする。

４ 同一月内に同一世帯の２人以上の小児慢性特定疾病児童等につき日常生活用具の給付を行う場合には、当該各
小児慢性特定疾病児童等につき負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者についてはこ
の表の徴収基準額とし、２人目以降の者についてはいずれもこの表の加算基準額とする。

５ 徴収基準額又は加算基準額が日常生活用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基
準額又は加算基準額とする。

６ 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。



別記
第１号様式（第５条関係）
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第２号様式（第６条関係）
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奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）



第３号様式（第６条関係）
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第４号様式（第６条、第７条関係）
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奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）



第５号様式（第６条関係）
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平成28年７月12日
（火 曜 日）号外第８号 奈 良 市 公 報



（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市各種検診実施規則をここに公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第87号

奈良市各種検診実施規則
（目的）
第１条 この規則は、生活習慣病の予防、がん等の早期発
見及び早期治療を促進し、市民の健康保持及び増進を図
るため、健康増進法（平成14年法律第103号）第19条の
２の規定による健康診査及び各種検診（以下「検診」と
いう。）の実施について、必要な事項を定める。
（検診の種類）
第２条 検診の種類は、別表のとおりとする。
（対象者）
第３条 検診を受診することができる者は、本市の住民基
本台帳に記録されている者で、別表左欄に掲げる検診ご
とに同表右欄に掲げるものとする。
２ 前項に定めるもののほか、市長が特別な事情があると
認めたときは、同項に規定する者以外の者であっても検
診を受診することができる。
３ 前２項の規定にかかわらず、検診ごとに別に定める者
は、検診を受診することができない。
（実施方法）
第４条 検診は、個別検診又は集団検診（両方式の併用を
含む。）により実施する。
２ 検診を実施する医療機関等（以下「検診機関」という。
）、検診の内容、受診回数、実施期間等は、検診ごとに
別に定める。
（周知）
第５条 検診に係る周知は、市の広報紙及びホームページ
により行うものとする。
２ 前項に定めるもののほか、市長は、検診ごとに、必要
に応じて個別に受診票を送付して通知する。
（受診方法）
第６条 検診を受診しようとする者（前条第２項の規定に
よる通知を受けた者を除く。次項において「申請者」と
いう。）は、あらかじめ市長に直接又は電話等でその旨
を申し出るものとする。
２ 市長は、前項の申出があった場合は、その内容を確認
し、受診できる者であると認めたときは、申請者に受診
票を送付して通知するものとする。
３ 前項の通知又は前条第２項の規定による通知を受けた
者（次条第４項の規定による通知を受けた者を含む。）
は、受診票を検診機関に提示し、又は提出して受診する
ものとする。
（費用の負担）
第７条 検診を受診した者（以下「受診者」という。）は、
当該検診に要する費用の一部として、診療報酬の算定方
法（平成20年厚生労働省告示第59号）により算定した額

（この告示により算定できない場合にあっては、市長が
定める額）の範囲内において別に定める額を負担するも
のとする。
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当
する者（以下この条において「該当者」という。）は、
受診者負担金を無料とする。この場合において、該当者
は、あらかじめ当該各号に該当することを証する書類を
市長に提示し、又は提出しなければならない。
⑴ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護
世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支
援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給
付を受けている世帯（単給世帯を含む。）に属する者
⑵ 当該年度分（当該年度分の課税関係が判明しないと
きは、前年度分）の市区町村民税が非課税である世帯
に属する者
⑶ 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
３ 前項後段の書類は、その事由が公簿等により確認でき
るときは、提示又は提出を省略することができる。
４ 前２項の規定により、該当者が当該各号に該当するこ
とを確認したときは、その該当者に無料受診票を送付し
て通知するものとする。
（検診結果）
第８条 検診機関は、検診の結果について、精密検査等の
必要性の有無を付し、速やかに受診者に通知し、又は説
明するものとする。
（その他）
第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度市
長が定める。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。
別表（第２条、第３条関係）

備考 表中の年齢は、当該年度の３月31日までに達する
満年齢とする。

（平成27年12月24日掲示済）
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奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）

種類 対象者

胃がん検診 35歳以上の者

肺がん検診 40歳以上の者

大腸がん検診 40歳以上の者

乳がん検診 40歳以上の女性

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

骨粗しょう症検
診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65
歳又は70歳の女性

歯周疾患検診 40歳、50歳、60歳又は70歳の者

肝炎ウイルス検
診

40歳の者又は41歳以上で過去にこの
検診を受けたことがない者で受診を
希望するもの

健康診査 40歳以上の医療保険未加入の者（第
７条第２項第１号に掲げる者を含む。
）



―――――――――――――――――――
奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第88号

奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の
一部を改正する規則

奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則（昭和
48年奈良市規則第40号）の一部を次のように改正する。
第３条第２項第２号中「市長」を「その他市長」に改め、
同号を同項第４号とし、同項第１号の次に次の２号を加え
る。
⑵ 住所を証する書類
⑶ 所得の状況を証する書類
第３条に次の１項を加える。
３ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付又は提示を省略することができる。
第５条の次に次の１条を加える。
（調査）
第５条の２ 市長は、第４条第２項各号に規定する期間中
において、第３条第１項の規定による申請をした後の受
給者の状況について、受給者から毎年度必要な書類の提
出又は提示を求めることができる。この場合において、
第３条第２項及び第３項の規定を準用する。
附 則

この規則は、平成28年１月１日から施行する。
（平成27年12月24日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規
則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第89号

奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施
行規則の一部を改正する規則

奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規
則（昭和48年奈良市規則第33号）の一部を次のように改正
する。
第３条第２項第２号中「市長」を「その他市長」に改め、
同号を同項第４号とし、同項第１号の次に次の２号を加え
る。
⑵ 住所を証する書類
⑶ 所得の状況を証する書類
第３条に次の１項を加える。
３ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付又は提示を省略することができる。
第６条第２項中「第３条第２項」の次に「及び第３項」
を加える。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の
一部を改正する規則をここに公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第90号

奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則（
昭和47年奈良市規則第11号）の一部を次のように改正する。
第３条第２項第４号中「市長」を「その他市長」に改め、
同号を同項第６号とし、第３号の次に次の２号を加える。
⑷ 住所を証する書類
⑸ 所得の状況を証する書類
第３条に次の１項を加える。
３ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付又は提示を省略することができる。
第６条第２項中「第３条第２項」の次に「及び第３項」
を加える。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規則を
ここに公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第91号

奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規
則

（目的）
第１条 この規則は、重度心身障害老人等が老後において、
心身に重度の障害があるため受療の機会が多く、又はひ
とり親家庭である等の事由から、その者に対し重度心身
障害者老人等医療費助成金（以下「助成金」という。）
を交付することにより、重度心身障害老人等の心身の健
康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
（対象者）
第２条 助成金の交付を受けることができる者（以下「助
成対象者」という。）は、高齢者の医療の確保に関する
法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）第50
条に規定する被保険者（法第55条第１項又は第２項の規
定の適用を受ける者を含む。）のうち、次の各号のいず
れかに該当するものとする。
⑴ 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和
47年奈良市条例第12号）第２条第１項各号のいずれか
の規定に該当する者
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⑵ 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（
昭和48年奈良市条例第４号）第２条第１項各号のいず
れかの規定に該当する者

（助成金の額）
第３条 助成金の額は、助成対象者の疾病又は負傷につい
て法その他の法令の規定により医療に関する給付が行な
われた場合における医療費のうち、当該法令の規定に
よって助成対象者が負担した一部負担金（以下「一部負
担金」という。）又は一部負担金相当額とする。
（助成の申請）
第４条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障
害者老人等医療費助成申請書（別記第１号様式。以下「
申請書」という。）を市長に提出するものとする。

２ 申請書を提出する場合においては、次に掲げる書類を
添付又は提示しなければならない。
⑴ 後期高齢者医療被保険者証及び身体障害者手帳、療
育手帳又はひとり親家庭等医療費受給資格証

⑵ 住所を証する書類
⑶ 所得の状況を証する書類
⑷ その他市長が必要と認める書類
３ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付又は提示を省略することができる。
（助成の決定）
第５条 市長は、申請書を受理した場合において、助成対
象者であると認めたときは、重度心身障害者老人等医療
費助成受給者台帳（以下「受給者台帳」という。）に登
載するものとする。
（助成金の交付）
第６条 市長は、診療報酬明細書（訪問看護療養費明細書
を含む。）又は連名簿により、受給者台帳に登載された
者（以下「受給者」という。）が一部負担金を支払った
ことを確認の上、助成金を交付するものとする。
（調査）
第７条 市長は、第４条第１項の申請をした後の受給者の
状況について、受給者から毎年度必要な書類の提出又は
提示を求めることができる。この場合において、第４条
第２項及び第３項の規定を準用する。
（届出）
第８条 受給者は、次の各号に掲げる事由が発生したとき
は、速やかに重度心身障害者老人等医療費助成変更届
（別記第２号様式）により市長に届け出なければならな
い。
⑴ 受給資格を有しなくなったとき。
⑵ 氏名、住所又は申請書に記載した申請者の口座を変
更したとき。

⑶ 加入医療保険に変更があったとき。
（第三者の行為による被害の届出）
第９条 助成金の支給事由が第三者の行為によって生じた
ものであるときは、助成金の支給を受け、又は受けよう
とする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は

居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、
その旨）並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なけれ
ばならない。
（受給者台帳の整備）
第10条 市長は、受給者について受給者台帳を作成し、常
に記載内容について整理しておかなければならない。
（その他）
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長
が別に定める。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。
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別記
第１号様式（第４条、第８条関係）
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第２号様式（第８条関係）
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（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則をここに公布
する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第92号

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則
目次
第１章 総則（第１条－第３条）
第２章 一般精神障害者医療費助成事業（第４条－第15

条）
第３章 後期高齢者精神障害者医療費助成事業（第16条

－第26条）
第４章 精神通院精神障害者医療費助成事業（第27条－

第33条）
第５章 雑則（第34条－第39条）
附則
第１章 総則

（目的）
第１条 この規則は、精神障害者に対し医療費の一部を助
成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を
図ることを目的とする。
（事業内容）
第２条 この規則により行われる事業は、次に掲げる事業
とする。
⑴ 一般精神障害者医療費助成事業
⑵ 後期高齢者精神障害者医療費助成事業
⑶ 精神通院精神障害者医療費助成事業
（定義）
第３条 この規則において「社会保険各法」とは、次に掲
げる法律をいう。
⑴ 健康保険法（大正11年法律第70号）
⑵ 船員保険法（昭和14年法律第73号）
⑶ 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）
⑷ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）
⑸ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）
２ この規則において「助成金」とは、前条各号に掲げる
事業による医療費に係る助成金をいう。
３ この規則において「医療機関等」とは、病院、診療所、
薬局その他医療機関をいう。
第２章 一般精神障害者医療費助成事業

（助成要件）
第４条 第２条第１号に掲げる事業（以下「一般事業」と
いう。）により医療費の助成を受けることができる者は、
次の各号のいずれにも該当する者（生活保護法（昭和２
5年法律第144号）又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）の適用
を受けて医療が行なわれた者を除く。）で、かつ、国民
健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による被保

険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員、
加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。
⑴ 市内に住所を有する者（病院又は診療所（以下「病
院等」という。）に入院し、当該病院等の所在する場
所に住所を変更したことにより、本市以外の市町村か
ら当該病院等に入院をする際に本市に住所を変更した
と認められる者を除く。）

⑵ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25
年法律第123号）第45条第２項の規定により精神障害
者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が１級で
ある者
（住所地特例）
第５条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所
在する場所に住所を変更したと認められる者であって、
当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと
認められるもの（本市以外の市町村に所在する病院等に
入院した者に限る。）は、前条第１号に規定する本市内
に住所を有する者とみなす。ただし、２以上の病院等に
継続して入院をしている者については、国民健康保険法
第116条の２第２項の例による。
（適用除外）
第６条 第４条の規定にかかわらず、次の各号のいずれか
に該当する者は、一般事業による医療費の助成を受ける
ことができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、
この限りでない。
⑴ 奈良市子ども医療費の助成に関する条例（昭和48年
奈良市条例第３号）により医療費の助成を受けること
ができる者（同条例第１条の２第３号に規定する就学
児（以下「就学児」という。）を除く。）

⑵ 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（
昭和48年奈良市条例第４号）により医療費の助成を受
けることができる者
⑶ 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和
47年奈良市条例第12号）により医療費の助成を受ける
ことができる者
（助成の範囲）
第７条 一般事業による医療費の助成は、対象者（第４条
の規定に該当する者（前条の規定により助成を受けるこ
とができないこととされた者を除く。）をいう。以下こ
の章において「対象者」という。）の疾病又は負傷につ
いて、国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規
定により医療に関する給付が行われた場合における医療
費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自
己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する
助成金を対象者に支給して行うものとする。
⑴ 健康保険法第85条第２項に規定する食事療養標準負
担額及び同法第85条の２第２項に規定する生活療養標
準負担額に相当する額
⑵ 法令の規定による払戻額その他これに相当するもの
が支給されている場合は、その額に相当する額
⑶ 医療機関等（保険薬局を除く。）の診療報酬明細書
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（訪問看護療養費明細書を含む。）又は医療保険各法
に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14
日以上の入院に係る医療費については、1,000円

（受給資格証の交付申請）
第８条 一般事業による医療費の助成を受けようとする者
は、奈良市一般精神障害者医療費受給資格証交付（更
新）申請書（別記第１号様式。以下この章において「申
請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に申請
しなければならない。
⑴ 国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険
者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、
組合員証若しくは加入者証

⑵ 精神障害者保健福祉手帳
⑶ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総
合支援法」という。）第54条第３項に基づく自立支援
医療受給者証（精神通院）の交付を受けた者にあって
は、当該受給者証

⑷ 住所を証する書類
⑸ 所得の状況を証する書類
２ 市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、当該書類を省略させることができる。
（受給者証の交付）
第９条 申請書を受理した市長は、前条第１項の規定によ
る申請をした者が対象者に該当すると認めるときは精神
障害者医療費受給資格証（別記第２号様式。以下「受給
資格証」という。）を交付するものとし、対象者に該当
しないと認めるときはその理由を付し、奈良市一般精神
障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書（別記第３
号様式）により通知するものとする。
２ 市長は、申請書の提出がない場合においても、対象者
に該当すると認めるときは、受給資格証を交付すること
ができるものとする。
３ 受給資格証の交付を受けた者（以下「受給資格者」と
いう。）は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、
当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
４ 受給資格者は、医療機関等において医療を受ける際に
受給資格証を提示しなければならない。
（受給資格証の更新申請）
第10条 受給資格証の有効期間は、受給資格証が交付され
た日から精神障害者保健福祉手帳の有効期限までとする。
２ 受給資格者は、受給資格証の更新を受けようとすると
きは、前項に規定する受給資格証の有効期限までに、申
請書に第８条第１項各号に掲げる書類を添えて市長に申
請しなければならない。
３ 第８条第２項及び前条の規定は、前項の規定による受
給資格証の更新申請があった場合について準用する。
（受給資格証の再交付）
第11条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は失った
ときは、奈良市一般精神障害者医療費受給資格証再交付

申請書（別記第４号様式）により市長に再交付を申請す
ることができる。
２ 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、当該
受給資格証を添えなければならない。
３ 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後、失っ
た受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返
納しなければならない。
（支給方法）
第12条 助成金の支給を受けようとする受給資格者は、奈
良市精神障害者医療費助成金（一般・後期高齢者）交付
請求書（別記第５号様式。以下「交付請求書」という。）
に領収書その他の自己負担金を医療機関等で支払ったこ
とが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければ
ならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受給資格者が奈良県内の医
療機関等で診療を受ける際に受給資格証を提示した場合
において、当該医療機関等から提供される情報に基づき
奈良県国民健康保険団体連合会から市長に当該診療に係
る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項が通知さ
れたときは、受給資格者から市長に前項の規定による交
付請求書の提出があったものとみなす。
（助成金の交付）
第13条 市長は、前条の規定による交付請求書の提出が
あった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは
助成金を交付し、不適当と認めるときは奈良市精神障害
者医療費助成金（一般・後期高齢者）交付請求却下通知
書（別記第６号様式。以下「却下通知書」という。）に
より通知するものとする。
（調査）
第14条 市長は、第10条第１項に規定する有効期間中にお
いて、第８条第１項の申請をした後の助成金を交付され
る者の状況について、受給資格者から毎年度必要な書類
の提出又は提示を求めることができる。この場合におい
て、第８条の規定を準用する。
（届出）
第15条 受給資格者は、氏名、住所、加入医療保険若しく
は口座の変更又は障害等級の変更若しくは資格喪失が
あったときは、受給資格証に奈良市一般精神障害者医療
費助成金変更届（別記第７号様式）を添えて速やかに市
長に届け出なければならない。

第３章 後期高齢者精神障害者医療費助成事業
（助成要件）
第16条 第２条第２号に掲げる事業（以下「後期高齢者事
業」という。）により医療費の助成を受けることができ
る者は、次の各号のいずれにも該当する者（生活保護法
又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律の適用を受けて医療が行なわれた者を除く。）で、
かつ、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律
第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）第50条に
規定する被保険者（高齢者医療確保法第55条第１項又は
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第２項の規定の適用を受ける者を含む。）であるものと
する。
⑴ 本市内に住所を有する者（病院等に入院し、当該病
院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本
市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本市
に住所を変更したと認められる者を除く。）

⑵ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第
２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受
け、その障害等級が１級である者

（住所地特例）
第17条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所
在する場所に住所を変更したと認められる者であって、
当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと
認められるもの（本市以外の市町村に所在する病院等に
入院した者に限る。）は、前条第１項第１号に規定する
本市内に住所を有する者とみなす。ただし、２以上の病
院等に継続して入院をしている者については、国民健康
保険法第116条の２第２項の例による。
（適用除外）
第18条 第16条の規定にかかわらず、奈良市重度心身障害
者老人等医療費助成事業実施規則（平成27年奈良市規則
第91号）により医療費の助成を受けることができる者は、
後期高齢者事業による医療費の助成を受けることができ
ない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りで
ない。
（助成の範囲）
第19条 後期高齢者事業による医療費の助成は、後期高齢
者事業の対象者（第16条の規定に該当する者（前条の規
定により助成を受けることができないこととされた者を
除く。）をいう。以下この章において「対象者」という。
）の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法
令の規定により医療に関する給付が行なわれた場合にお
ける医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負
担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に
相当する助成金を対象者に支給して行うものとする。
⑴ 健康保険法第85条第２項に規定する食事療養標準負
担額及び同法第85条の２第２項に規定する生活療養標
準負担額に相当する額

⑵ 法令の規定による払戻額その他これに相当するもの
が支給されている場合は、その額に相当する額

⑶ 医療機関等（保険薬局を除く。）の診療報酬明細書
（訪問看護療養費明細書を含む。）又は高齢者医療確
保法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、
14日以上の入院に係る医療費については、1,000円

（受給資格の認定申請）
第20条 後期高齢者事業による医療費の助成を受けようと
する者は、奈良市後期高齢者精神障害者医療費受給資格
認定（更新）申請書（別記第８号様式。以下この章にお
いて「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市
長に申請しなければならない。
⑴ 高齢者医療確保法に基づく被保険者証

⑵ 精神障害者保健福祉手帳
⑶ 障害者総合支援法第54条第３項に基づく自立支援医
療受給者証（精神通院）の交付を受けた者にあっては、
当該受給者証
⑷ 住所を証する書類
⑸ 所得の状況を証する書類
２ 市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、当該書類を省略させることができる。
（受給資格の通知）
第21条 申請書を受理した市長は、これを審査し、前条第
１項の規定による申請をした者が対象者に該当すると認
めたときは、奈良市後期高齢者精神障害者医療費受給資
格認定通知書（別記第９号様式）を交付するものとし、
対象者に該当しないと認めるときはその理由を付し、奈
良市後期高齢者精神障害者医療費受給資格認定申請却下
通知書（別記第10号様式）を交付するものとする。
２ 市長は、前条の規定による申請書の提出がない場合に
おいても、対象者に該当すると認めるときは、前項の受
給資格認定通知書を交付することができるものとする。
（受給資格の認定の更新申請）
第22条 後期高齢者事業の受給資格の認定期間は、受給資
格が認定された日から、精神障害者保健福祉手帳の有効
期限までとする。
２ 後期高齢者事業の受給資格認定を受けた者（以下「受
給認定者」という。）は、受給資格認定の更新を受けよ
うとするときは、前項に規定する受給資格認定の有効期
限までに、申請書に第20条第１項各号に掲げる書類を添
えて市長に申請しなければならない。
３ 第20条第２項及び前条の規定は、前項の規定による受
給資格認定の更新申請があった場合について準用する。
（支給方法）
第23条 助成金の支給を受けようとする受給認定者は、交
付請求書に領収書その他の自己負担金を医療機関等で支
払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出し
なければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域
連合から市長に自己負担金その他助成金の額の算定に必
要な事項が送付されたときは、後期高齢者事業による助
成金の支給を受けようとする者から市長に同項の規定に
よる交付請求書の提出があったものとみなす。
（助成金の交付）
第24条 市長は、前条の規定による交付請求書の提出が
あった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは
後期高齢者事業による助成金を交付し、不適当と認める
ときは却下通知書により通知するものとする。
（調査）
第25条 市長は、第22条第１項に規定する認定期間中にお
いて、第20条第１項の申請をした後の助成金を交付され
る者の状況について、受給認定者から毎年度必要な書類
の提出又は提示を求めることができる。この場合におい
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て、第20条の規定を準用する。
（届出）
第26条 受給認定者は、氏名変更、住所変更、加入医療保
険変更、口座変更、資格喪失が生じたときは、受給資格
証に奈良市後期高齢者精神障害者医療費助成金変更届（
別記第11号様式）を添えて速やかに市長に届け出なけれ
ばならない。
第４章 精神通院精神障害者医療費助成事業

（助成要件）
第27条 第２条第３号に掲げる事業（以下「精神通院事業
」という。）により医療費の助成を受けることができる
者は、次の各号のいずれにも該当する者（生活保護法又
は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律の適用を受けて医療が行なわれた者を除く。）で、
かつ、障害者総合支援法第58条（障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18
年政令第10号）第１条の２第３号に規定する医療（以下
「精神通院医療」という。）に限る。）の規定により公費
負担された国民健康保険法の規定による被保険者、高齢
者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者又
は社会保険各法の規定による被扶養者のうち医療費を自
己負担したものとする。ただし、高齢者医療確保法の規
定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期
高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各
法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担
が発生しなかった場合もこれに含むものとする。
⑴ 市内に住所を有する者（病院等に入院し、当該病院
等の所在する場所に住所を変更したことにより、本市
以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本市に
住所を変更したと認められる者を除く。）

⑵ 社会保険各法の規定による被扶養者に対する助成に
ついては、その者の加入する社会保険等の被保険者の
前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係
る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。
）が、その者の加入する社会保険等の被保険者の扶養
親族等の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を
改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭
和61年政令第54号）第52条により読み替えられた国民
年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和61年
政令第53号）第１条の規定による改正前の国民年金法
施行令（昭和34年政令第184号。次項において「旧国
民年金法施行令」という。）第６条の４第３項に規定
する額を超えない者

２ 前項第２号に規定する所得の範囲及びその額の計算方
法は、旧国民年金法施行令第６条及び第６条の２の規定
の例による。
（住所地特例）
第28条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所
在する場所に住所を変更したと認められる者であって、
当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと

認められるもの（本市以外の市町村に所在する病院等に
入院した者に限る。）は、前条第１項第１号に規定する
本市内に住所を有する者とみなす。ただし、２以上の病
院等に継続して入院をしている者については、国民健康
保険法第116条の２第２項の例による。
（適用除外）
第29条 第27条の規定にかかわらず、次の各号のいずれか
に該当する者は、精神通院事業により医療費の助成を受
けることができない。
⑴ 奈良市子ども医療費の助成に関する条例により医療
費の助成を受けることができる者（同条例第１条の２
第２号に規定する乳幼児又は同条第４号に規定する児
童（以下「児童」という。）で外来療養に係る助成を
受けているもの及び就学児のうち児童を除くものを除
く。）
⑵ 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例に
より医療費の助成を受けることができる者（外来療養
に係る助成を受けている者を除く。）

⑶ 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例により
医療費の助成を受けることができる者
⑷ 奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規
則により医療費の助成を受けることができる者
⑸ 一般事業又は後期高齢者事業により医療費の助成を
受けることができる者
（助成の範囲）
第30条 精神通院事業による医療費の助成は、精神通院事
業の対象者（第27条の規定に該当する者（前条の規定に
より助成を受けることができないこととされた者を除く。
）をいう。以下この章において「対象者」という。）の
疾病について国民健康保険法、社会保険各法、高齢者医
療確保法その他法令の規定により医療に関する給付が行
なわれた場合における医療費であって、障害者総合支援
法第58条の規定により公費負担された精神通院医療に係
る医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担
した自己負担金の額から法令の規定による払戻額その他
これに相当するものが支給されている場合は、その額に
相当する額を控除した額に相当する額とする。ただし、
対象者が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療
の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康
保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療
費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も
これに含むものとする。
（支給方法）
第31条 助成金の交付を受けようとする者は、奈良市精神
通院精神障害者医療費助成金交付申請書（別記第12号様
式。次条において「申請書」という。）に次に掲げる書
類及び領収書その他の自己負担金を医療機関等で支払っ
たことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなけ
ればならない。この場合において、対象者の保護者等が
本人に代わって医療費を負担したときは、受診月１月分
につき一度を限度として助成金の交付を申請できるもの
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とする。
⑴ 社会保険各法の規定による被扶養者にあっては、第
27条第１項第２号に該当することを明らかにすること
ができる書類及び社会保険各法に基づく被保険者証、
組合員証又は加入者証の写し

⑵ 障害者総合支援法第54条第３項に基づく自立支援医
療受給者証（精神通院）の写し

⑶ 奈良県障害者自立支援医療費自己負担上限額管理票
の写し

⑷ 住所を証する書類
⑸ 所得の状況を証する書類
２ 市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、当該書類を省略させることができる。
（助成金の交付）
第32条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった
場合は、審査の上適当と認めるときは奈良市精神通院精
神障害者医療費助成金交付決定通知書（別記第13号様式
）により通知するとともに助成金を交付するものとし、
不適当と認めるときは奈良市精神通院精神障害者医療費
助成金交付申請却下通知書（別記第14号様式）により通
知するものとする。
（調査）
第33条 市長は、第31条第１項の申請をした後の助成金を
交付される者の状況について、受給資格者から毎年度必
要な書類の提出又は提示を求めることができる。この場
合において、第31条の規定を準用する。
第５章 雑則

（受給台帳の整備）
第34条 市長は、助成内容等について台帳を作成し、常に
記載内容について整理しておかなければならない。
（譲渡又は担保の禁止）
第35条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保
に供してはならない。
（助成金の返還）
第36条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受
けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一
部を返還させることができる。
（損害賠償との調整）
第37条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を
受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部
若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額
に相当する金額を返還させることができる。
（報告）
第38条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認める
ときは、第２条各号に掲げる事業により医療費の助成を
受ける者に対し、必要な事項の報告を求めることができ
る。
（その他）
第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長
が別に定める。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。
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別記
第１号様式（第８条、第10条関係）
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第３号様式（第９条関係）
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第４号様式（第11条関係）
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第５号様式（第12条、第22条関係）
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第６号様式（第13条、第24条関係）
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第７号様式（第15条関係）
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第８号様式（第20条関係）
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第９号様式（第21条関係）
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第10号様式（第21条関係）
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第11号様式（第26条関係）
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第13号様式（第32条関係）
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第14号様式（第32条関係）

―49―

奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）



（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市高齢者日常生活保安用具給付事業実施規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第93号

奈良市高齢者日常生活保安用具給付事業実施規則の
一部を改正する規則

奈良市高齢者日常生活保安用具給付事業実施規則（平成
３年奈良市規則第36号）の一部を次のように改正する。
第３条第１号中「心身状況書」を「対象者の心身状況書
」に改め、同条第２号中「市外から転入した者にあっては
」を削り、同条に次の１号を加える。
⑶ 申込者の住所を証する書類
第３条に次の１項を加える。
２ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付を省略することができる。
附 則

この規則は、平成28年１月１日から施行する。
（平成27年12月24日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則をここ
に公布する。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第94号

奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則
（目的）
第１条 この規則は、在宅の寝たきり又は認知症等の要介
護者に対し、紙おむつ、尿とりパット及びおむつカバー
（以下「紙おむつ等」という。）を支給することにより、
当該要介護者及びその家族の身体的、精神的及び経済的
負担の軽減を図ることを目的とする。
（支給対象者）
第２条 紙おむつ等の支給を受けることができる者は、次
の各号のいずれにも該当する者（以下「要介護者」とい
う。）とする。
⑴ 本市に住所を有すること。
⑵ 介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項
に規定する要介護認定において要介護度４又は５と認
定され、常時失禁状態にあること。

⑶ 在宅で介護されていること。
⑷ 本人及びその同居の家族が当該年度分（支給月が１
月から６月までの場合にあっては、前年度分。次条及
び第11条において同じ。）の市区町村民税の所得割が
課されていないこと。

（支給の申請）
第３条 紙おむつ等の支給を受けようとする者は、紙おむ
つ等支給申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を

添えて、原則として要介護者の住所地を担当する地域包
括支援センターを経由のうえ、市長に提出しなければな
らない。
⑴ 世帯（要介護者及びその同居の家族をいう。以下同
じ。）全員の当該年度分の市区町村民税の課税状況を
証明できる証票
⑵ 世帯の住所を証する書類
⑶ その他市長が必要と認める書類
２ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付を省略することができる。
（支給の決定）
第４条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を
審査し、支給することを決定したときは紙おむつ等支給
決定通知書（別記第２号様式）により、支給しないこと
を決定したときは紙おむつ等不支給決定通知書（別記第
３号様式）により、当該申請をした者に通知するものと
する。
（支給の開始）
第５条 紙おむつ等の支給は、次に定める日から開始する
ものとする。
⑴ 第３条の申請書を受理した日が15日以前のときは、
その月の16日
⑵ 第３条の申請書を受理した日が16日以後のときは、
翌月の１日
（支給の方法）
第６条 紙おむつ等は、市長が別に定める方法により、支
給決定の通知を受けた者（以下「支給決定者」という。）
に１箇月分を毎月支給するものとする。この場合におい
て、前条第１号に該当する支給決定者の初回支給分につ
いては、次条第１項各号に掲げる支給枚数の半数とする。
（支給の内容）
第７条 紙おむつ及び尿とりパットの種類及び１箇月分の
支給枚数は、次のとおりとし、支給決定者が希望するそ
の１種類を支給する。
⑴ 紙おむつ フラットタイプ 120枚
⑵ 紙おむつ テープ式パンツタイプ 60枚
⑶ 紙おむつ リハビリパンツタイプ 30枚
⑷ 尿とりパット レギュラータイプ 240枚
⑸ 尿とりパット ワイドタイプ 120枚
⑹ 尿とりパット レギュラータイプ 180枚

ワイドタイプ 30枚
２ おむつカバーは、原則として紙おむつフラットタイプ
の支給を受けている支給決定者が希望する場合に支給す
るものとし、その支給枚数は年３枚を限度とする。
（課税状況等の調査）
第８条 市長は、毎年７月１日を基準日として、支給決定
者の属する世帯の課税状況を調査するものとする。
２ 市長は、必要があると認めたときは、要介護者の要介
護度を調査するものとする。
（受給資格の喪失）
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第９条 市長は、次に掲げるときは、支給決定者の受給資
格を喪失させるものとする。
⑴ 要介護者が死亡したとき。
⑵ 要介護者が市外へ転出したとき。
⑶ 要介護者の要介護度が３以下となったとき。
⑷ 要介護者が市区町村民税所得割課税世帯に属したと
き。

２ 市長は、次条第２号から第４号までの規定による届出
がないときは、支給決定者の受給資格を喪失させること
がある。
（住所変更等の届出）
第10条 支給決定者又はその家族は、次に掲げるときは、
速やかに変更事項届出書（別記第４号様式）を市長に提
出しなければならない。
⑴ 前条第１項第１号又は第２号に該当したとき。
⑵ 要介護者が住所を変更したとき。
⑶ 要介護者が入院し、又は施設に入所したとき。
⑷ 要介護者が退院し、又は施設から退所したとき。
（支給の停止等）
第11条 市長は、第８条第１項の規定に基づく調査の結果、
当該世帯が当該年度分の市区町村民税の所得割課税世帯
と判明したときは、紙おむつ等の支給をその年の８月１
日から翌年の７月31日まで停止し、紙おむつ等支給停止
通知書（別記第５号様式）により支給決定者に通知する
ものとする。
２ 市長は、前項の規定により紙おむつ等の支給を停止し
た支給決定者について、第８条第１項の規定に基づく調
査の結果、当該世帯が当該年度分の市区町村民税の所得
割が課されていない世帯となったことが判明したときは、
紙おむつ等の支給をその年の８月１日から開始するもの
とし、紙おむつ等支給停止解除通知書（別記第６号様式
）により支給決定者に通知するものとする。
３ 市長は、前条第３号の届出を受けたときは、当該入院
又は施設入所の日の属する月の翌月から紙おむつ等の支
給を一時停止することがある。
４ 市長は、前条第４号の届出を受けたときは、当該退院
又は施設から退所した日の属する月から紙おむつ等の支
給の一時停止を解除するものとする。
（紙おむつ等の返品）
第12条 市長は、第10条第１号及び第３号に掲げる場合に
おいて、未使用の紙おむつ等があるときは、支給決定者
に対し、これの返品を求めることがある。
（その他）
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その
都度市長が定める。
附 則

この規則は、平成28年１月１日から施行する。
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別記
第１号様式（第３条関係）

―52―

平成28年７月12日
（火 曜 日）号外第８号 奈 良 市 公 報

 

 
 
 

 
 
 

  

 
TEL  

 

 
 

 

 

 



第２号様式（第４条関係）
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第３号様式（第４条関係）
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第４号様式（第10条関係）
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第５号様式（第11条関係）
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第６号様式（第11条関係）
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（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公
布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第95号

奈良市税条例施行規則の一部を改正する規則
奈良市税条例施行規則（昭和46年奈良市規則第15号）の
一部を次のように改正する。
第５条第９号中「第328条の11第４項」を「第328条の11
第５項」に改め、同条第10号中「第48条の９の８第１項」
を「第48条の９の９第１項」に改め、同条第11号中「第48
条の９の９」を「第48条の９の10」に改め、同条第12号か
ら第14号までの規定中「第48条の９の８第４項」を「第48
条の９の９第４項」に改める。
別記第３号様式中「昭和」を削り、
「

を

」

「

に改める。

」
別記第14号様式中
「氏名又は名称 印

を
」

「氏名又は名称 印
に改める。

個人番号又は法人番号 」
別記第20号様式中「昭和」を削り、
「氏 名 ㊞

を
（名 称） 」
「氏 名 ㊞
（名 称） に改める。
個人番号又は法人番号 」
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相続人

氏 名
（ 名 称 ）

相続人

氏 名 （ 名 称 )
個人番号又は法人番号

別記第32号様式中「昭和」を削り、
「

」
「

」

（
納
税
義
務
者
）

本

人

住 所
（所在地）

フリガナ

氏 名
（名 称）

㊞
明・大・昭 年 月 日 生 男・女

代

理

人

住 所

氏 名 ㊞
明・大・昭 年 月 日 生 男・女

を

（
納
税
義
務
者
）

本

人

住 所
（所在地）

フリガナ

氏 名
（名 称）

㊞
年 月 日 生 男・女

個人番号又
は法人番号

代

理

人

住 所

氏 名 ㊞
年 月 日 生 男・女

に改める。



別記第34号様式中「昭和」を削り、
「氏 名 ㊞

を
（名 称） 」
「氏 名 ㊞
（名 称） に改める。
個人番号又は法人番号 」

別記第38号様式及び第39号様式中
「住 所

を
氏 名 ㊞」
「住 所
氏 名 ㊞ に改める。
個人番号 」

―59―

奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）

別記第40号様式（表）中「平成」、「明・大・昭・平」及び
「明・大

を削り、
昭・平」
「

」
「

」
同様式（裏）中
「
４ 事業・不動産所得に関する事項 を

」
「４ 事業（営業等・農業）・不動産所得に関する事項

に改め、
（収支内訳書を添付して下さい。） 」

「明・大
を削る。

昭・平」
別記第52号様式中
「

を削り、

」

寡婦（寡夫)・
勤労学生控除

寡婦（寡夫)
控除

死別･生死不明
離婚・未帰還 勤労学生控除

(学校名）

障害者控除
氏名 種別・程度 級・ 度

氏名 種別・程度 級・ 度

を

⑯寡婦・寡夫 死別･生死不明
離婚・未帰還 年 月 日 ⑰勤労学生控除

(学校名）

⑱障害者控除
氏名 級身体・精神・療育・（ ）程度

氏名 級身体・精神・療育・（ ）程度

に改め、

な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
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「
を

」
「

に、

」
「

を
」

「
に、

」
「

を
」

「

に改め、

」
「

及び

」
「

を削る。
」

別記第57号様式（表）中
「

を
」

「

に改める。

」
別記第58号様式中
「

を
」

「

に、

」
「第48条の９の９」を「第48条の９の10」に改める。

所 在 地
（住 所）

所 在 地
（住 所）

個 人 番 号 又
は 法 人 番 号

個 人 番 号

宛 名 番 号

生 年 月 日 年 月 日生

生 年 月 日 年 月 日生

個 人 番 号

旧
特
別
徴
収
処
理
欄

年度

１ 特別徴収義務者（区）を変更
月分以降 ２ 普通徴収へ切替

の月割額は ３ 一括徴収
４ その他

点検

年度
１ 特別徴収義務者（区）を変更月分以降 ２ 普通徴収へ切替の月割額は ３ 一括徴収

点検

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

氏名（名称）
代 表 者 氏 名
印

㊞ 特 別 徴 収
指 定 番 号

氏名（名称）
代 表 者 氏 名
印

㊞ 特 別 徴 収
指 定 番 号

個人番号又は
法 人 番 号

特 別 徴 収
指 定 番 号

特 別 徴 収
指 定 番 号

個人番号又は
法 人 番 号
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別記第64号様式中
「 「

を に、
」 」

「 「
を に改める。

」 」
別記第65号様式中
「 「

を に改める。
」 」

別記第66号様式中
「 「

を に、
」 」

「
を
」

「

に、

」
「

を
」

「
に、
」

「 「
を に、

」 」
「

を

」
「

に、

」
「

を

」
「

」

法人番号 宛名番号

04 督 促 手 数 料 04

法人番号 宛名番号

※ 法人番号 ※ 宛名番号

本店所在地
〒

電話（ ） －

法 人 番 号

本店所在地
〒

電話（ ） －

□ 単独法人 □ 分割法人
□ 登記のみ

□ 単独法人
□ 分割法人（２以上の市町村に事務所有）

奈良市従業員数

人

市内事務所従業員数

人

（フリガナ）

連結親法人の名称

連結親法人の法人番号
（フリガナ）

連結親法人の名称

添付書類
□ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し □ 合併契約書、分割計画書、分割契約書の写し
□ 事業年度等が確認できる定款等の写し □ 連結法人関係の法人税書類の写し
□ 株主総会議事録の写し □ その他（ ）

備
考

関連税理士
氏 名
連 絡 先

㊞

電話（ ） －

備
考

添付書類

□ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し
□ 事業年度等が確認できる定款等の写し
□ 株主総会議事録の写し
□ 合併契約書、分割計画書、分割契約書の写し
□ 連結法人関係の法人税書類の写し
□ その他（ ）

関連税理士
氏 名
連 絡 先

㊞

電話（ ） －
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に改める。
別記第66号様式の２中
「 「

を に、
」 」

「
を
」

「

に、

」
「 「

を に、
」 」

「本店移転後、奈良市に事務所等は 有・無・登記のみ」を「本店移転後、奈良市に事務所等は 「 有・無 」（い
ずれかに○をしてください）」に、「上記の廃止等したもの以外に奈良市に事務所等は 有・無」を「上記の廃止等した
もの以外に奈良市に事務所等は 「 有 ・ 無 」（いずれかに○をしてください）」に、
「

を
」

「

に改める。

」
別記第67号様式及び第68号様式中
「住 所

を
氏 名 ㊞」
「住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞ に改める。
個人番号又は法人番号 」
別記第74号様式の２（表）及び第74号様式の３（表）中「昭和」を削り、
「
氏名又は名称 ㊞ を

」
「氏名又は名称 ㊞

に改める。
個人番号又は法人番号 」
別記第85号様式中
「

を

」
「

に改める。

」

※ 法人番号 ※ 宛名番号

本店所在地
〒

電話（ ） －

法 人 番 号

本店所在地
〒

電話（ ） －

本店
所在地 事務所

送付先

本店
所在地

送付先

資本金 年 月 日

資本金の額又は
出資金の額 年 月 日

その他
（ ） 年 月 日

身
体
障
害
者
等

住 所

フリガナ

氏 名

電 話 生 年 月 日 年 月 日

身
体
障
害
者
等

住 所

フリガナ

氏 名

電 話 生 年 月 日 年 月 日
納 税 義 務 者
氏名（名称）

個人番号又
は法人番号
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別記第86号様式中
「

を
」

「

に改める。

」
別記第112号様式及び第113号様式中
「
氏名（名 称） ㊞ を

」
「氏名（名 称） ㊞

に改める。
個人番号又は法人番号 」
別記第118号様式中「昭和」を削り、
「
氏 名 ㊞

を
（名称）

」
「氏 名 ㊞
（名称） に改める。
個人番号又は法人番号 」
別記第123号様式の２中
「

を
」

「

に改める。

」
別記第124号様式中
「

を
」

「
に改める。
」

別記第124号様式の２中「昭和」を削り、
「
氏名（名 称） ㊞ を

」
「氏名（名 称） ㊞

に改める。
個人番号又は法人番号 」
別記第124号様式の４中「昭和」を削り、
「

を
」

「

に改める。

」

納税義務者
住所（所在地）

氏名（名 称）

納税義務者

住所（所在地）

氏名（名 称）

個人番号又は法人番号

代 表 者 氏 名 ㊞

代 表 者 氏 名 ㊞

個人番号又は
法 人 番 号

氏名又は名称

氏名又は名称 個人番号又は法人番号

代 表 者 名

代 表 者 名

個人番号又は法人番号



附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。ただし、
別記第52号様式の改正規定は、平成29年１月１日から施
行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙
は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第96号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例施行規則の一部を改正する規則

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則（昭和43年奈良市規則第33号）の一部を次
のように改正する。
第２条の５第２号中「第15条の６第３項」を「第15条の
７第３項」に改める。
別記第４号様式中「治ゆ」を「治癒」に改め、同様式の
［注意事項］の３中「６医師」を「６ 医師」に改め、同
様式の［注意事項］の４を次のように改める。

４ 「５ 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、
請求する休業補償と同一の事由により条例附則第５
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別記第125号様式及び第126号様式中
「
住 所

を
氏 名 ㊞

」
「住 所（所在地）
氏 名（名 称） ㊞ に改める。
個人番号又は法人番号 」
別記第128号様式中
「

を

」
「

に改める。

」
別記第129号様式中
「

を
」

「

に改める。

」
別記第130号様式中
「

を
」

「

に改める。

」

フリガナ

この申告
に応答す
る者

係名
（ 局 番）氏 名（名 称) ㊞

フリガナ 氏名

法人の代表者氏名 ㊞

フリガナ

この申告
に応答す
る者

係名
電話（ ） －

氏 名（名 称) ㊞

個人番号又は法人番号

氏名フリガナ

法人の代表者氏名 ㊞

氏 名 又 は 名 称 ㊞

氏 名 又 は 名 称 ㊞

個人番号又は法人番号

フリガナ この申告に
応答する者

係名 氏名
（ 局 番）氏 名（名 称) ㊞

フリガナ この申告に
応答する者

係名 氏名
電話（ ） －氏 名（名 称) ㊞

個人番号又は法人番号



条第２項の表の左欄に掲げる年金たる給付を受ける
者であるときは、「□ の被保険者である。
」の□に✓印を記入するとともに、その適用を受け
る法律の名称を記入すること。
なお、この請求書を提出するときに、その年金の

種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及

び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付するこ
と。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条
例附則第５条第２項の表の左欄に掲げる年金たる給
付を受けることとなつた場合には、速やかにその旨
書類で報告すること。
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奈 良 市 公 報 号外第８号
平成28年７月12日
（火 曜 日）

別記第４号様式の２中
「

を
」

「
に改め、同様式の［注意事
」

別記第７号様式中
「 「 「 「

を に、

」 」

を に、

」 」

氏 名

氏 名 年 月 日生（ ）歳

項］の２を次のように改める。
２ 「７ 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、
請求する傷病補償年金と同一の事由により条例附則
第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付を受
ける者であるときは、「□ の被保険者で
ある。」の□に✓印を記入するとともに、その適用
を受ける法律の名称を記入すること。
なお、この請求書を提出するときに、その年金の

種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及
び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付するこ
と。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条
例附則第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給
付を受けることとなつた場合には、速やかにその旨
書類で報告すること。

別記第５号様式中「治 ゆ」を「治 癒」に改め、同様

式の［注意事項］の２中「３既存」を「３ 既存」に改め、
同様式の［注意事項］の３を次のように改める。

３ 「６ 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、
請求する障害補償年金と同一の事由により条例附則
第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付を受
ける者であるときは、「□ の被保険者で
ある。」の□に✓印を記入するとともに、その適用
を受ける法律の名称を記入すること。
なお、この請求書を提出するときに、その年金の
種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及
び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付するこ
と。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条
例附則第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給
付を受けることとなつた場合には、速やかにその旨
書類で報告すること。

事
項

１

に
関
す
る

死
亡
職
員

１ 死
亡職員
に関す
る事項

と
が
で
き
る
遺
族

３

償
年
金
を
受
け
る
こ

請
求
者
及
び
遺
族
補

い
る
者

４

年
金
を
受
け
て

既
に
遺
族
補
償

３ 請
求者及
び遺族
補償年
金を受
けるこ
とがで
きる遺
族

４ 既
に遺族
補償年
金を受
けてい
る者

「請求者が１人」を「受給権者が１人」に、「請求権者の
数」を「受給権者の数」に改め、同様式の［注意事項］の
２中「３請求者」を「３ 請求者」に改め、同様式の［注
意事項］の３中「４既に」を「４ 既に」に、「２請求」
を「２ 請求」に改め、同様式の［注意事項］の４を次の
ように改める。
４ 「７ 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、
死亡職員又は請求者が条例附則第５条第１項の表の
中欄に掲げる年金たる給付を受ける者であるときは、
「□ の被保険者であつた。」の□に✓印

を記入するとともに、その適用を受ける法律の名称
を記入すること。
なお、この請求書を提出するときに、その年金の
種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及
び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付するこ
と。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条
例附則第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給
付を受けることとなつた場合には、速やかにその旨
書類で報告すること。

別記第７号様式の［注意事項］の５中「支給」を「給付



」に改め、同様式の［注意事項］の５⑼中「、その者」を
「その者」に、「、また」を「。また」に改める。
別記第12号様式の［注意事項］の４中「譲り渡し又は株
式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫に
担保に供する場合を除き」を「譲り渡したり」に改め、同
様式の［注意事項］の６中「年金の額の変更の場合を除き
」を削り、「、この証書」を「この証書」に改め、同様式
の［注意事項］の７中「、障害の現状」を削り、同様式の
［注意事項］の９中「審査会」を「公務災害補償等審査会
」に改める。
別記第13号様式中「障 害 の 現 状 報 告 書」
を「障 害 の 現 状 報 告 書（傷 病 補 償 年
金）」に、「社会保険事務所等」を「年金事務所名等」に改
め、同様式の［注意事項］の３中「４障害」を「４ 障
害」に改め、同様式の［注意事項］の４中「５日常生活」
を「５ 日常生活」に改め、同様式中「病棟内」を「病院
内」に改める。
別記第13号様式の２中「障 害 の 現 状 報 告

書」を「障 害 の 現 状 報 告 書（障 害 補 償
年 金）」に、「治 ゆ」を「治 癒」に、「社会保険事務所
等」を「年金事務所名等」に改め、同様式の［注意事項］
の３中「４障害」を「４ 障害」に改め、同様式の［注意
事項］の４中「５日常生活」を「５ 日常生活」に改め、
同様式中「病棟内」を「病院内」に改める。
別記第14号様式中「昭和」を削り、「社会保険事務所等」
を「年金事務所名等」に、「第13条」を「第３条」に改め、
同様式の［注意事項］の１中「ないこと」を「ない」に改
め、同様式の［注意事項］の３中「かこむ」を「囲む」に
改める。
別記第20号様式中「昭和」を削り、「社会保険事務所等」
を「年金事務所名等」に、「続き柄」を「続柄」に改める。

附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正
後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
する条例施行規則の規定は、平成27年10月１日から適用す
る。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第１の規則で定める事務
を定める規則をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第97号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第１の
規則で定める事務を定める規則

（趣旨）
第１条 この規則は、奈良市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個
人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平
成27年奈良市条例第42号。以下「条例」という。）別表
第１の規定に基づき、同表の規則で定める事務を定める
ものとする。
（条例別表第１の規則で定める事務）
第２条 条例別表第１の１の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則（
昭和48年奈良市規則第40号。以下この条において「規
則」という。）第３条第１項の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
に関する事務
⑵ 規則第５条の２の受給者の状況の調査に関する事務
⑶ 規則第７条の届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、奈
良市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規
則（平成27年奈良市規則第86号）第５条第１項の申請の
受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答に関する事務とする。
第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号。以
下この条において「条例」という。）第８条の入居の
申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査
又はその申込みに対する応答に関する事務
⑵ 条例第12条第５項の敷金又は条例第17条第６項（条
例第20条の２第２項、第28条第２項又は第30条第３項
において準用する場合を含む。）の家賃若しくは共益
費の徴収猶予又は減免の申請の受理、その申請に係る
事実についての審査又はその申請に対する応答に関す
る事務
⑶ 条例第17条第３項、第28条第１項又は第30条第１項
の家賃の決定に関する事務
⑷ 条例第18条第１項の収入の申告又は同条第３項の意
見の申出（以下この号において「申告等」という。）
の受理、その申告等に係る事実についての審査又はそ
の申告等に対する応答に関する事務
⑸ 条例第22条第１項若しくは第23条第１項の承認の申
請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ
の申請に対する応答に関する事務
⑹ 条例第26条第１項又は第２項の認定に関する事務
⑺ 条例第26条第３項の意見の申出の受理、その申出に
係る事実についての審査又はその申出に対する応答に
関する事務
⑻ 条例第29条第１項本文、第34条第１項又は第38条第
１項の明渡しの請求に関する事務
⑼ 条例第29条第１項ただし書の明渡しの請求の猶予又
は同条第４項の明渡しの期限の延長の申出の受理、そ
の申出に係る事実についての審査又はその申出に対す
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る応答に関する事務
⑽ 条例第31条のあっせん等に関する事務
⑾ 条例第33条第１項の収入状況の報告の請求等に関す
る事務

⑿ 条例第35条の入居の申出の受理、その申出に係る事
実についての審査又はその申出に対する応答に関する
事務

⒀ 条例第38条の４の３第４項の駐車場敷金又は条例第
38条の４の５第３項の駐車場の使用料の徴収猶予又は
減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審
査又はその申請に対する応答に関する事務

⒁ 奈良市営住宅条例施行規則（昭和61年奈良市規則第
14号）第11条の家賃の額の変更の申請の受理、その申
請に係る事実についての審査又はその申請に対する応
答に関する事務

第５条 条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市改良住宅条例（昭和47年奈良市条例第46号）
第５条第１項において準用する奈良市営住宅条例（以
下この条において「準用奈良市営住宅条例」という。）
第８条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実
についての審査又はその申込みに対する応答に関する
事務

⑵ 準用奈良市営住宅条例第12条第５項の敷金又は準用
奈良市営住宅条例第17条第６項（準用奈良市営住宅条
例第20条の２第２項又は第28条第２項において準用す
る場合を含む。）の家賃若しくは共益費の徴収猶予又
は減免の申請の受理、その申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑶ 準用奈良市営住宅条例第17条第３項又は第28条第１
項の家賃の決定に関する事務

⑷ 準用奈良市営住宅条例第18条第１項の収入の申告又
は同条第３項の意見の申出（以下この号において「申
告等」という。）の受理、その申告等に係る事実につ
いての審査又はその申告等に対する応答に関する事務

⑸ 準用奈良市営住宅条例第22条第１項若しくは第23条
第１項の承認の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑹ 準用奈良市営住宅条例第26条第１項の認定に関する
事務

⑺ 準用奈良市営住宅条例第26条第３項の意見の申出の
受理、その申出に係る事実についての審査又はその申
出に対する応答に関する事務

⑻ 準用奈良市営住宅条例第31条のあっせん等に関する
事務

⑼ 準用奈良市営住宅条例第33条第１項の収入状況の報
告の請求等に関する事務

⑽ 準用奈良市営住宅条例第38条第１項の明渡しの請求
に関する事務

⑾ 準用奈良市営住宅条例第38条の４の３第４項の駐車
場敷金又は準用奈良市営住宅条例第38条の４の５第３

項の駐車場の使用料の徴収猶予又は減免の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
する応答に関する事務
⑿ 奈良市改良住宅条例施行規則（昭和47年奈良市規則
第64号）第３条において準用する奈良市営住宅条例施
行規則第11条の家賃の額の変更の申請の受理、その申
請に係る事実についての審査又はその申請に対する応
答に関する事務

第６条 条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市コミュニティ住宅条例（平成４年奈良市条例
第15号）第６条第１項において準用する奈良市営住宅
条例（以下この条において「準用奈良市営住宅条例」
という。）第８条の入居の申込みの受理、その申込み
に係る事実についての審査又はその申込みに対する応
答に関する事務
⑵ 準用奈良市営住宅条例第12条第５項の敷金又は準用
奈良市営住宅条例第17条第６項（準用奈良市営住宅条
例第20条の２第２項又は第28条第２項において準用す
る場合を含む。）の家賃若しくは共益費の徴収猶予又
は減免の申請の受理、その申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答に関する事務
⑶ 準用奈良市営住宅条例第17条第３項又は第28条第１
項の家賃の決定に関する事務
⑷ 準用奈良市営住宅条例第18条第１項の収入の申告又
は同条第３項の意見の申出（以下この号において「申
告等」という。）の受理、その申告等に係る事実につ
いての審査又はその申告等に対する応答に関する事務
⑸ 準用奈良市営住宅条例第22条第１項若しくは第23条
第１項の承認の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答に関する事務
⑹ 準用奈良市営住宅条例第26条第１項の認定に関する
事務
⑺ 準用奈良市営住宅条例第26条第３項の意見の申出の
受理、その申出に係る事実についての審査又はその申
出に対する応答に関する事務
⑻ 準用奈良市営住宅条例第31条のあっせん等に関する
事務
⑼ 準用奈良市営住宅条例第33条第１項の収入状況の報
告の請求等に関する事務
⑽ 準用奈良市営住宅条例第38条第１項の明渡しの請求
に関する事務
⑾ 準用奈良市営住宅条例第38条の４の３第４項の駐車
場敷金又は準用奈良市営住宅条例第38条の４の５第３
項の駐車場の使用料の徴収猶予又は減免の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
する応答に関する事務
⑿ 奈良市コミュニティ住宅条例施行規則（平成４年奈
良市規則第49号）第３条において準用する奈良市営住
宅条例施行規則第11条の家賃の額の変更の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
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する応答に関する事務
第７条 条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施
行規則（昭和48年奈良市規則第33号。次号において「
規則」という。）第３条第１項又は第６条第１項の申
請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ
の申請に対する応答に関する事務

⑵ 規則第８条の届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第８条 条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規
則（昭和47年奈良市規則第11号。次号において「規則
」という。）第３条第１項又は第６条第１項の申請の
受理、その申請に係る事実についての審査又はその申
請に対する応答に関する事務

⑵ 規則第８条の届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第９条 条例別表第１の８の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規
則（平成27年奈良市規則第91号。以下この条において
「規則」という。）第４条第１項の申請の受理、その
申請に係る事実についての審査又はその申請に対する
応答に関する事務
⑵ 規則第７条の受給者の状況の調査に関する事務
⑶ 規則第８条の届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第10条 条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、次
に掲げる事務とする。
⑴ 奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則（平成27
年奈良市規則第92号。以下この条において「規則」と
いう。）第８条第１項又は第10条第２項の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
する応答に関する事務

⑵ 規則第14条の助成金を交付される者の状況の調査に
関する事務

⑶ 規則第15条の届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査又はその届出に対する応答に関する事務

⑷ 規則第20条第１項又は第22条第２項の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
する応答に関する事務

⑸ 規則第25条の助成金を交付される者の状況の調査に
関する事務

⑹ 規則第26条の届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査又はその届出に対する応答に関する事務

⑺ 規則第31条第１項の申請の受理、その申請に係る事
実についての審査又はその申請に対する応答に関する
事務

⑻ 規則第33条の助成金を交付される者の状況の調査に

関する事務
第11条 条例別表第１の10の項の規則で定める事務は、奈
良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則（平成27
年奈良市規則第94号）第３条第１項の申請の受理、その
申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応
答に関する事務とする。
第12条 条例別表第１の11の項の規則で定める事務は、奈
良市特別支援教育就学奨励費支給規則（平成27年奈良市
教育委員会規則第22号）第６条第１項の申請の受理、そ
の申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答
に関する事務とする。
第13条 条例別表第１の12の項の規則で定める事務は、奈
良市児童生徒就学援助費支給規則（平成27年奈良市教育
委員会規則第21号）第５条の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査又は申請に対する応答に関する事
務とする。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。ただし、
次に掲げる規定は、平成28年４月１日から施行する。
⑴ 第４条第２号（奈良市営住宅条例第20条の２第２項
の規定及び「若しくは共益費」に係る部分に限る。）

⑵ 第５条第２号（奈良市改良住宅条例第５条第１項に
おいて準用する奈良市営住宅条例第20条の２第２項又
は第28条第２項の規定及び「若しくは共益費」に係る
部分に限る。）、第３号、第４号、第６号から第８号ま
で、第11号及び第12号
⑶ 第６条第２号（奈良市コミュニティ住宅条例第６条
第１項において準用する奈良市営住宅条例第20条の２
第２項又は第28条第２項の規定及び「若しくは共益費
」に係る部分に限る。）、第３号、第４号、第６号から
第８号まで及び第12号

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第２の規則で定める事務
及び情報を定める規則をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第98号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第２の
規則で定める事務及び情報を定める規則

（趣旨）
第１条 この規則は、奈良市行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個
人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平
成27年奈良市条例第42号。以下「条例」という。）別表
第２の規定に基づき、同表の規則で定める事務及び情報
を定めるものとする。
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（条例別表第２の規則で定める事務及び情報）
第２条 条例別表第２の１の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則（
昭和48年奈良市規則第40号。以下この条において「規
則」という。）第３条第１項の申請に係る事実につい
ての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子どもを養育している者に係る市
民税（地方税法（昭和25年法律第226号）第５条第
２項第１号に掲げる市町村民税（個人に係るものに
限る。）に該当するものをいう。）に関する情報（以
下「市民税関係情報」という。）

イ 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保
険者の資格に関する情報（以下「国民健康保険被保
険者資格関係情報」という。）
ウ 当該申請に係る子どもに係る生活保護法（昭和25
年法律第144号）第19条第１項の保護の実施、同法
第24条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保
護の変更、同法第25条第１項の職権による保護の開
始若しくは同条第２項の職権による保護の変更又は
同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
（以下「生活保護実施関係情報」という。）

エ 当該申請に係る子どもに係る奈良市ひとり親家庭
等医療費の助成に関する条例（昭和48年奈良市条例
第４号）による助成金の支給に関する情報（以下「
ひとり親家庭等医療費助成実施関係情報」という。）

オ 当該申請に係る子どもに係る奈良市心身障害者医
療費の助成に関する条例（昭和47年奈良市条例第12
号）による助成金の支給に関する情報（以下「心身
障害者医療費助成実施関係情報」という。）

⑵ 規則第５条の２の受給者の状況の調査に関する事務
次に掲げる情報
ア 当該受給者である子どもを養育している者に係る
市民税関係情報

イ 当該受給者である子どもに係る国民健康保険被保
険者資格関係情報

ウ 当該受給者である子どもに係る生活保護実施関係
情報

エ 当該受給者である子どもに係るひとり親家庭等医
療費助成実施関係情報

オ 当該受給者である子どもに係る心身障害者医療費
助成実施関係情報

⑶ 規則第７条の届出に係る事実についての審査に関す
る事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る子どもに係る国民健康保険被保険
者資格関係情報

イ 当該届出に係る子どもに係る生活保護実施関係情
報

ウ 当該届出に係る子どもに係るひとり親家庭等医療

費助成実施関係情報
エ 当該届出に係る子どもに係る心身障害者医療費助
成実施関係情報

第３条 条例別表第２の２の項の規則で定める事務は、奈
良市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規
則（平成27年奈良市規則第86号）第５条第１項の申請に
係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則
で定める情報は、次に掲げる情報とする。
⑴ 当該申請に係る対象者又は対象者の扶養義務者に係
る市民税関係情報
⑵ 当該申請に係る対象者の扶養義務者に係る生活保護
実施関係情報
⑶ 当該申請に係る対象者の扶養義務者に係る中国残留
邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第１項若しくは第３項
の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則
第４条第１項の支援給付の支給の実施に関する情報（
以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。
）

第４条 条例別表第２の３の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号。以
下この条において「条例」という。）第８条の入居の
申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に
掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る市民税関係情報
イ 当該入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情
報
ウ 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
エ 当該入居者又は同居者に係る次に掲げる情報（以
下「身体障害者手帳交付等情報」という。）
ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第
15条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害
の程度に関する情報
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭
和25年法律第123号）第45条第１項の精神障害者
保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する
情報
ウ 療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚生省発
児第156号）の規定による療育手帳の交付及びそ
の障害の程度に関する情報

⑵ 条例第12条第５項の敷金又は条例第17条第６項（条
例第20条の２第２項、第28条第２項又は第30条第３項
において準用する場合を含む。）の家賃若しくは共益
費の徴収猶予又は減免の申請に係る事実についての審
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査に関する事務 前号に掲げる情報（条例第20条の２
第２項において準用する場合にあっては、イ及びウに
限る。）
⑶ 条例第17条第３項、第28条第１項又は第30条第１項
の家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る市民税関係情報
イ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑷ 条例第18条第１項の収入の申告又は同条第３項の意
見の申出に係る事実についての審査に関する事務 前
号に掲げる情報

⑸ 条例第22条第１項又は第23条第１項の承認の申請に
係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げ
る情報

⑹ 条例第26条第１項又は第２項の認定に関する事務
第３号に掲げる情報

⑺ 条例第26条第３項の意見の申出に係る事実について
の審査に関する事務 第３号に掲げる情報

⑻ 条例第29条第１項本文の明渡しの請求に関する事務
第３号に掲げる情報

⑼ 条例第29条第１項ただし書の明渡しの請求の猶予又
は同条第４項の明渡しの期限の延長の申出に係る事実
についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情
報

イ 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報

ウ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑽ 条例第31条のあっせん等に関する事務 第３号に掲
げる情報

⑾ 条例第34条第１項又は第38条第１項の明渡しの請求
に関する事務 第９号に掲げる情報

⑿ 条例第35条の入居の申出に係る事実についての審査
に関する事務 第１号に掲げる情報

⒀ 条例第38条の４の３第４項の駐車場敷金又は条例第
38条の４の５第３項の駐車場の使用料の徴収猶予又は
減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付等情
報

⒁ 奈良市営住宅条例施行規則（昭和61年奈良市規則第
14号）第11条の家賃の額の変更の申請に係る事実につ
いての審査に関する事務 第３号に掲げる情報

第５条 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市改良住宅条例（昭和47年奈良市条例第46号）
第５条第１項において準用する奈良市営住宅条例（以
下この条において「準用奈良市営住宅条例」という。）
第８条の入居の申込みに係る事実についての審査に関

する事務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る市民税関係情報
イ 当該入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情
報
ウ 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
エ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑵ 準用奈良市営住宅条例第12条第５項の敷金又は準用
奈良市営住宅条例第17条第６項（準用奈良市営住宅条
例第20条の２第２項又は第28条第２項において準用す
る場合を含む。）の家賃若しくは共益費の徴収猶予又
は減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
前号に掲げる情報（準用奈良市営住宅条例第20条の
２第２項において準用する場合にあっては、イ及びウ
に限る。）
⑶ 準用奈良市営住宅条例第17条第３項又は第28条第１
項の家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る市民税関係情報
イ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑷ 準用奈良市営住宅条例第18条第１項の収入の申告又
は同条第３項の意見の申出に係る事実についての審査
に関する事務 前号に掲げる情報
⑸ 準用奈良市営住宅条例第22条第１項又は第23条第１
項の承認の申請に係る事実についての審査に関する事
務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情
報
イ 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
ウ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑹ 準用奈良市営住宅条例第26条第１項の認定に関する
事務 第３号に掲げる情報
⑺ 準用奈良市営住宅条例第26条第３項の意見の申出に
係る事実についての審査に関する事務 第３号に掲げ
る情報
⑻ 準用奈良市営住宅条例第31条のあっせん等に関する
事務 第３号に掲げる情報
⑼ 準用奈良市営住宅条例第38条第１項の明渡しの請求
に関する事務 第５号に掲げる情報
⑽ 準用奈良市営住宅条例第38条の４の３第４項の駐車
場敷金又は準用奈良市営住宅条例第38条の４の５第３
項の駐車場の使用料の徴収猶予又は減免の申請に係る
事実についての審査に関する事務 当該入居者又は同
居者に係る身体障害者手帳交付等情報
⑾ 奈良市改良住宅条例施行規則（昭和47年奈良市規則
第64号）第３条において準用する奈良市営住宅条例施
行規則第11条の家賃の額の変更の申請に係る事実につ
いての審査に関する事務 第３号に掲げる情報
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第６条 条例別表第２の５の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市コミュニティ住宅条例（平成４年奈良市条例
第15号）第６条第１項において準用する奈良市営住宅
条例（以下この条において「準用奈良市営住宅条例」
という。）第８条の入居の申込みに係る事実について
の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る市民税関係情報
イ 当該入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情
報

ウ 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報

エ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑵ 準用奈良市営住宅条例第12条第５項の敷金又は準用
奈良市営住宅条例第17条第６項（準用奈良市営住宅条
例第20条の２第２項又は第28条第２項において準用す
る場合を含む。）の家賃若しくは共益費の徴収猶予又
は減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
前号に掲げる情報（準用奈良市営住宅条例第20条の

２第２項において準用する場合にあっては、イ及びウ
に限る。）

⑶ 準用奈良市営住宅条例第17条第３項又は第28条第１
項の家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る市民税関係情報
イ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑷ 準用奈良市営住宅条例第18条第１項の収入の申告又
は同条第３項の意見の申出に係る事実についての審査
に関する事務 前号に掲げる情報

⑸ 準用奈良市営住宅条例第22条第１項又は第23条第１
項の承認の申請に係る事実についての審査に関する事
務 次に掲げる情報
ア 当該入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情
報

イ 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報

ウ 当該入居者又は同居者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑹ 準用奈良市営住宅条例第26条第１項の認定に関する
事務 第３号に掲げる情報

⑺ 準用奈良市営住宅条例第26条第３項の意見の申出に
係る事実についての審査に関する事務 第３号に掲げ
る情報

⑻ 準用奈良市営住宅条例第31条のあっせん等に関する
事務 第３号に掲げる情報

⑼ 準用奈良市営住宅条例第38条第１項の明渡しの請求
に関する事務 第５号に掲げる情報

⑽ 準用奈良市営住宅条例第38条の４の３第４項の駐車

場敷金又は準用奈良市営住宅条例第38条の４の５第３
項の駐車場の使用料の徴収猶予又は減免の申請に係る
事実についての審査に関する事務 当該入居者又は同
居者に係る身体障害者手帳交付等情報
⑾ 奈良市コミュニティ住宅条例施行規則（平成４年奈
良市規則第49号）第３条において準用する奈良市営住
宅条例施行規則第11条の家賃の額の変更の申請に係る
事実についての審査に関する事務 第３号に掲げる情
報

第７条 条例別表第２の６の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施
行規則（昭和48年奈良市規則第33号。次号において「
規則」という。）第３条第１項又は第６条第１項の申
請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げ
る情報
ア 当該申請に係る対象者である18歳未満の児童を扶
養する者及び当該者と同居する当該者の扶養義務者
（民法（明治29年法律第89号）第877条第１項に規
定する者をいう。）に係る市民税関係情報

イ 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険の被保
険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する
情報（以下「医療保険被保険者資格関係情報」とい
う。）
ウ 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報
エ 当該申請に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
オ 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費助
成実施関係情報

⑵ 規則第８条の届出に係る事実についての審査に関す
る事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者に係る医療保険被保険者資
格関係情報
イ 当該届出に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報
ウ 当該届出に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
エ 当該届出に係る対象者に係る心身障害者医療費助
成実施関係情報

第８条 条例別表第２の７の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規
則（昭和47年奈良市規則第11号。次号において「規
則」という。）第３条第１項又は第６条第１項の申請
に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる
情報
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ア 当該申請に係る対象者及びその者を扶養する者に
関する市民税関係情報

イ 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険被保険
者資格関係情報

ウ 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報

エ 当該申請に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報

オ 当該申請に係る対象者に係る身体障害者手帳交付
等情報

⑵ 規則第８条の届出に係る事実についての審査に関す
る事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者に係る国民健康保険被保険
者資格関係情報

イ 当該届出に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報

ウ 当該届出に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報

エ 当該届出に係る対象者に係る身体障害者手帳交付
等情報

第９条 条例別表第２の８の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規
則（平成27年奈良市規則第91号。以下この条において
「規則」という。）第４条第１項の申請に係る事実に
ついての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る助成対象者及びその者を扶養する
者に係る市民税関係情報

イ 当該申請に係る助成対象者に係る後期高齢者医療
の被保険者の資格に関する情報（以下「後期高齢者
医療被保険者資格関係情報」という。）

ウ 当該申請に係る助成対象者に係る生活保護実施関
係情報

エ 当該申請に係る助成対象者に係る中国残留邦人等
支援給付実施関係情報

オ 当該申請に係る助成対象者に係る身体障害者手帳
交付等情報

カ 第７条第１号に掲げる情報
⑵ 規則第７条の受給者の状況の調査に関する事務 次
に掲げる情報
ア 当該受給者である助成対象者及びその者を扶養す
る者に係る市民税関係情報

イ 当該受給者である助成対象者に係る後期高齢者医
療被保険者資格関係情報

ウ 当該受給者である助成対象者に係る生活保護実施
関係情報

エ 当該受給者である助成対象者に係る中国残留邦人
等支援給付実施関係情報

オ 当該受給者である助成対象者に係る身体障害者手

帳交付等情報
カ 第７条第１号に掲げる情報
⑶ 規則第８条の届出に係る事実についての審査に関す
る事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る助成対象者に係る後期高齢者医療
被保険者資格関係情報
イ 当該届出に係る助成対象者に係る生活保護実施関
係情報
ウ 当該届出に係る助成対象者に係る中国残留邦人等
支援給付実施関係情報
エ 当該届出に係る助成対象者に係る身体障害者手帳
交付等情報
オ 第７条第２号に掲げる情報

第10条 条例別表第２の９の項の規則で定める事務は、次
の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める
情報とする。
⑴ 奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則（平成27
年奈良市規則第92号。以下この条において「規則」と
いう。）第８条第１項又は第10条第２項の申請に係る
事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者及びその者を扶養する者に
係る市民税関係情報
イ 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険被保険
者資格関係情報
ウ 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報
エ 当該申請に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
オ 当該申請に係る対象者に係る身体障害者手帳交付
等情報
カ 当該申請に係る対象者に係る奈良市子ども医療費
の助成に関する条例（昭和48年奈良市条例第３号）
による助成金の支給に関する情報（以下「子ども医
療費助成実施関係情報」という。）

キ 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療
費助成実施関係情報
ク 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費助
成実施関係情報

⑵ 規則第14条の助成金を交付される者の状況の調査に
関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成金を交付される者である対象者及びその
者を扶養する者に係る市民税関係情報
イ 当該助成金を交付される者である対象者に係る国
民健康保険被保険者資格関係情報
ウ 当該助成金を交付される者である対象者に係る生
活保護実施関係情報
エ 当該助成金を交付される者である対象者に係る中
国残留邦人等支援給付実施関係情報
オ 当該助成金を交付される者である対象者に係る身
体障害者手帳交付等情報
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カ 当該助成金を交付される者である対象者に係る子
ども医療費助成実施関係情報

キ 当該助成金を交付される者である対象者に係るひ
とり親家庭等医療費助成実施関係情報

ク 当該助成金を交付される者である対象者に係る心
身障害者医療費助成実施関係情報

⑶ 規則第15条の届出に係る事実についての審査に関す
る事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者に係る国民健康保険被保険
者資格関係情報

イ 当該届出に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報

ウ 当該届出に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報

エ 当該届出に係る対象者に係る身体障害者手帳交付
等情報

オ 当該届出に係る対象者に係る子ども医療費助成実
施関係情報

カ 当該届出に係る対象者に係るひとり親家庭等医療
費助成実施関係情報

キ 当該届出に係る対象者に係る心身障害者医療費助
成実施関係情報

⑷ 規則第20条第１項又は第22条第２項の申請に係る事
実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者及びその者を扶養する者に
係る市民税関係情報

イ 当該申請に係る対象者に係る後期高齢者医療被保
険者資格関係情報

ウ 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報

エ 当該申請に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報

オ 当該申請に係る対象者に係る身体障害者手帳交付
等情報

カ 当該申請に係る対象者に係る奈良市重度心身障害
者老人等医療費助成事業実施規則による助成金の支
給に関する情報（以下「重度心身障害者老人等医療
費助成実施関係情報」という。）

⑸ 規則第25条の助成金を交付される者の状況の調査に
関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成金を交付される者である対象者及びその
者を扶養する者に係る市民税関係情報

イ 当該助成金を交付される者である対象者に係る後
期高齢者医療被保険者資格関係情報

ウ 当該助成金を交付される者である対象者に係る生
活保護実施関係情報

エ 当該助成金を交付される者である対象者に係る中
国残留邦人等支援給付実施関係情報

オ 当該助成金を交付される者である対象者に係る身
体障害者手帳交付等情報

カ 当該助成金を交付される者である対象者に係る重

度心身障害者老人等医療費助成実施関係情報
⑹ 規則第26条の届出に係る事実についての審査に関す
る事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者に係る後期高齢者医療被保
険者資格関係情報
イ 当該届出に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報
ウ 当該届出に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
エ 当該届出に係る対象者に係る身体障害者手帳交付
等情報
オ 当該届出に係る対象者に係る重度心身障害者老人
等医療費助成実施関係情報

⑺ 規則第31条第１項の申請に係る事実についての審査
に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者及びその者を扶養する者に
係る市民税関係情報
イ 当該申請に係る対象者に係る医療保険被保険者資
格関係情報
ウ 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情
報
エ 当該申請に係る対象者に係る中国残留邦人等支援
給付実施関係情報
オ 当該申請に係る対象者に係る子ども医療費助成実
施関係情報
カ 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療
費助成実施関係情報
キ 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費助
成実施関係情報
ク 当該申請に係る対象者に係る重度心身障害者老人
等医療費助成実施関係情報

⑻ 規則第33条の助成金を交付される者の状況の調査に
関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成金を交付される者である対象者及びその
者を扶養する者に係る医療保険被保険者資格関係情
報
イ 当該助成金を交付される者である対象者に係る生
活保護実施関係情報
ウ 当該助成金を交付される者である対象者に係る中
国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該助成金を交付される者である対象者に係る子
ども医療費助成実施関係情報
オ 当該助成金を交付される者である対象者に係るひ
とり親家庭等医療費助成実施関係情報
カ 当該助成金を交付される者である対象者に係る心
身障害者医療費助成実施関係情報
キ 当該助成金を交付される者に係る重度心身障害者
老人等医療費助成実施関係情報

第11条 条例別表第２の10の項の規則で定める事務は、奈
良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則（平成27
年奈良市規則第94号）第３条第１項の申請に係る事実に
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ついての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情
報は、次に掲げる情報とする。
⑴ 当該申請に係る要介護者及びその者と同一の世帯に
属する者に係る市民税関係情報

⑵ 当該申請に係る要介護者に係る要介護認定（介護保
険法（平成９年法律第123号）第19条第１項の要介護
認定をいう。）又は要支援認定（同条第２項の要支援
認定をいう。）に関する情報

第12条 条例別表第２の11の項の規則で定める事務は、奈
良市各種検診実施規則（平成27年奈良市規則第87号）第
６条第１項の申出に係る事実についての審査に関する事
務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報と
する。
⑴ 当該申出に係る申請者に係る市民税関係情報
⑵ 当該申出に係る申請者に係る生活保護実施関係情報
⑶ 当該申出に係る申請者に係る中国残留邦人等支援給
付実施関係情報
附 則

この規則は、平成28年１月１日から施行する。ただし、
次に掲げる規定は、平成28年４月１日から施行する。
⑴ 第４条第２号（奈良市営住宅条例第20条の２第２項
の規定及び「若しくは共益費」に係る部分に限る。）

⑵ 第５条第２号（奈良市改良住宅条例第５条第１項に
おいて準用する奈良市営住宅条例第20条の２第２項又
は第28条第２項の規定及び「若しくは共益費」に係る
部分に限る。）、第３号、第４号、第６号から第８号ま
で、第10号及び第11号
⑶ 第６条第２号（奈良市コミュニティ住宅条例第６条
第１項において準用する奈良市営住宅条例第20条の２
第２項又は第28条第２項の規定及び「若しくは共益
費」に係る部分に限る。）、第３号、第４号、第６号か
ら第８号まで及び第11号

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第３の規則で定める事務
及び情報を定める規則をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第99号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第３の
規則で定める事務及び情報を定める規則

（趣旨）
第１条 この規則は、奈良市行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個
人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平
成27年奈良市条例第42号。以下「条例」という。）別表
第３の規定に基づき、同表の規則で定める事務及び情報

を定めるものとする。
（条例別表第３の規則で定める事務及び情報）
第２条 条例別表第３の１の項の規則で定める事務は、奈
良市特別支援教育就学奨励費支給規則（平成27年奈良市
教育委員会規則第22号）第６条の申請に係る事実につい
ての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、
次に掲げる情報とする。
⑴ 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する
者に係る市民税（地方税法（昭和25年法律第226号）
第５条第２項第１号に掲げる市町村民税（個人に係る
ものに限る。）に該当するものをいう。）に関する情報
（以下「市民税関係情報」という。）

⑵ 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する
者に係る生活保護法（昭和25年法律第144号）第19条
第１項の保護の実施、同法第24条第１項の保護の開始
若しくは同条第９項の保護の変更、同法第25条第１項
の職権による保護の開始若しくは同条第２項の職権に
よる保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは
廃止に関する情報（以下「生活保護実施関係情報」と
いう。）

第３条 条例別表第３の２の項の規則で定める事務は、奈
良市児童生徒就学援助費支給規則（平成27年奈良市教育
委員会規則第21号）第５条の申請に係る事実についての
審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次
に掲げる情報とする。
⑴ 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する
者に係る市民税関係情報
⑵ 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する
者に係る生活保護実施関係情報
附 則

この規則は、平成28年１月１日から施行する。
（平成27年12月25日掲示済）

告 示
奈良市告示第869号
平成27年奈良市議会12月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成27年12月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成27年度奈良市一般会計補正予算（第３号）
２ 平成27年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第
２号）
３ 平成27年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算
（第１号）
４ 平成27年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第３号
）
５ 平成27年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）
６ 平成27年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計補正予算（
第１号）
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（平成27年12月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第870号
奈良市観光自動車駐車場条例（平成12年奈良市条例第17
号）第３条の３第２項の規定により次のとおり臨時に開場
します。
平成27年12月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成27年12月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第871号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成27年12月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 （仮称）興東診療所用電子カルテ一式
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 （仮称）興東診療所

奈良市大柳生町4254番地

⑷ 納入期限 平成28年３月31日
⑸ 担 当 課 奈良市市民生活部病院管理課

電話 0742－26－7610
以下省略

（平成27年12月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第872号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成27年12月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成27年７月27日 奈良市指令都整開 第15Ａ－10号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成27年12月16日 第1504号
公共施設 平成27年12月16日 第710号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市学園大和町一丁目1442番１の一部、1442番２及
び1542番69の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市大宮町四丁目245番地の１
パナホーム株式会社 奈良支社 支社長 栗山 泰晃

５ 公共施設の種類、位置及び区域
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施 設 名 臨時に開場する日時

奈良市転害門前観光
駐車場

平成27年12月31日午後８時
～平成28年１月１日午前８時



⑴ 道路
奈良市学園大和町一丁目1442番１の一部、1442番２
の一部及び1542番69の一部

⑵ 下水道
奈良市学園大和町一丁目1442番１の一部、1442番２
の一部及び1542番69の一部

（平成27年12月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第873号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお
いて準用する同法第19条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）生産緑地地区を変更し
ましたので、同法第21条第２項において準用する同法第20
条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規
定により当該都市計画の図書を奈良市都市整備部都市計画
課において公衆の縦覧に供します。
平成27年12月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）生産
緑地地区
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市秋篠町、大森町、押熊町、学園赤松町、三条大
路三丁目、四条大路三丁目、四条大路四丁目、七条一丁
目、東九条町、中町、宝来町、法華寺町及び南登美ヶ丘
の各一部

（平成27年12月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第874号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成27年12月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成27年11月25日 奈良市指令都整開 第15Ａ－30号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成27年12月17日 第1505号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市法蓮町1514番34の一部及び1514番42の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市法蓮町1514番地の34
上田 雅治

（平成27年12月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第875号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し

たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年12月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成27年12月17日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止
区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成27年12月17日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第876号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があ
りましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告
示します。
平成27年12月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成27年12月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第878号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成27年12月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 事業名称
教材共有・動画配信ポータル作成の委託

⑵ 教材共有・動画配信ポータル作成
•教材共有・動画配信ポータル作成スケジュール調整
•教材共有・動画配信ポータルの作成業務
① 教材共有・動画配信ポータル ホームページ
② 教材共有・動画配信ポータル 情報共有サイト
③ 教材共有・動画配信ポータル 教材共有サイト
④ 教材共有・動画配信ポータル 動画配信サイト

⑶ 作成コンテンツの導入及び運用支援
•導入支援
•運用支援
•研修

⑷ その他
以下省略

（平成27年12月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第879号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第２条の規定により、街区の区域等を次のとおり変更

します。
平成27年12月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更の年月日

平成28年１月12日
２ 街区の区域の変更等
①西大寺南町、西大寺芝町一丁目
別図１を別図２に示すとおり変更します。
西大寺南町の15・17街区の区域を変更、16街区・18街
区を新設。
西大寺芝町一丁目の10街区の区域を変更。
②疋田町一丁目
別図３を別図４に示すとおり変更します。
疋田町一丁目の９街区を新設。

別図省略
（平成27年12月22日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第880号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書謄本、同法第131条の規定に基づく配当計算
書については、その送達を受けるべき者の住所等が不明の
ため送達することができないので、地方税法（昭和25年法
律第226号）第20条の２第１項の規定により、次のとおり
公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成27年12月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
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医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

旧 訪問看護ステーション ひまわり北之庄 奈良県奈良市北之庄町11番２
平成27年８月１日

新 訪問看護ステーション ひまわり北之庄 奈良県奈良市西九条町二丁目４番地10

（平成27年12月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第877号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成27年12月18日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

多田 喜次

あんま 平成27年12月15日鍼灸マッサージ院 ゆるくま
（多田 喜次）

奈良県奈良市学園大和町
四丁目143番地

多田 喜次

はり・きゅう 平成27年12月15日鍼灸マッサージ院 ゆるくま
（多田 喜次）

奈良県奈良市学園大和町
四丁目143番地



差押調書謄本、配当計算書
２ 送達を受けるべき者
省略

（平成27年12月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第881号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年12月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成27年12月20日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成27年12月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第882号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年12月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成27年12月22日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成27年12月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第883号
奈良市ムスリム観光客受入促進事業補助金交付要綱を次
のように定める。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市ムスリム観光客受入促進事業補助金交付要綱

（目的）
第１条 近年増加しているイスラム文化圏からの観光客（
以下「ムスリム観光客」という。）に関し、我が国の文
化、習慣等との差異が大きいことから、本市滞在中に不
便を感じることなく、安心して快適に過ごすことができ
るよう、旅館、飲食店等の受入れのための環境を整備し、

もってムスリム観光客の更なる増加を図るため、奈良市
ムスリム観光客受入促進事業補助金（以下「補助金」と
いう。）を予算の範囲内で交付するものとし、その交付
については、奈良市補助金等交付規則（昭和59年奈良市
規則第23号。以下「規則」という。）に定めるもののほ
か、この要綱の定めるところによる。
（補助対象者）
第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補
助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当す
る者とする。
⑴ 市内で旅館業（旅館業法（昭和23年法律第138号）
第２条第２項から第４項までに規定するものをいう。
第３号において同じ。）、飲食店営業（風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第
122号）第２条第11項第３号に規定する飲食店営業を
いう。第３号において同じ。）等を営む民間事業者
⑵ 市内に活動拠点を有する団体
⑶ 市内に存する旅館施設（旅館業を目的とする建築物
のうち奈良市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制
条例（昭和58年奈良市条例第30号）第２項第２号に規
定するラブホテルを除く。）、飲食店（飲食店営業を行
う施設をいう。）等（以下「施設」という。）の所有者

⑷ その他市長が必要と認める者
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当
する者は、補助対象としない。
⑴ 市税を滞納している者
⑵ 公序良俗に反する事業を行う者
⑶ 暴力団等（奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市
条例第24号）第２条第３号に規定する暴力団等をいう。
）に該当する者
⑷ その他市長が適当でないと認める者
（補助対象経費）
第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象
経費」という。）は、第１条の目的の達成に資する事業
に要する次に掲げる経費とする。
⑴ ムスリム観光客の利便に供する情報の提示等に要す
る経費
⑵ イスラム文化の理解等に資するセミナー、研修会等
の開催に要する経費
⑶ ムスリム観光客の利用に供する施設、備品等の整備
に要する経費
⑷ その他ムスリム観光客の受入れに必要と認められる
経費

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業には、補助
金を交付しない。
⑴ 他の補助金を受けている、又は受けることとなる事
業
⑵ 宗教の教義の普及又は信者の教化育成を目的とする
事業、政治的目的をもって行われる事業その他補助金
を交付することが適当でないと認められる事業
⑶ 市外の施設に係る事業
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⑷ 申請日前に既に着工し、実施し、又は完了している
事業

⑸ 当該年度の３月15日までに実績報告をすることがで
きない事業

⑹ その他第１条の目的にふさわしくない事業
（補助金の額）
第４条 補助金の額は、補助対象経費（取引に係る消費税
及び地方消費税の額を含む。）に３分の２を乗じて得た
額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て
る。）とし、対象者ごとに50万円を限度とする。ただし、
１申請当たりの交付申請金額が１万円未満のときは、本
補助金は、交付しない。
（補助金の交付申請）
第５条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条
第１項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書
類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 見積書の写し
⑵ 誓約書兼同意書（別記様式）
⑶ その他市長が必要と認める書類
（補助金の実績報告）
第６条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了した
ときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に
次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 補助事業に係る事業報告書
⑵ 補助事業に要した経費の領収書の写し
⑶ その他市長が必要と認める書類
（財産の管理等）
第７条 補助金の交付を受けた者は、補助金により取得し、
効用が増加した財産があるときは、補助事業の完了後に
おいても、善良な管理者の注意をもって当該財産を管理
し、第１条の目的に従って、効率的な運用を図らなけれ
ばならない。
２ 前項の財産を処分することにより、収入があり、又は
あると見込まれるときは、市長は、補助金の交付を受け
た者に対し、その収入の全部又は一部の納付を命じるこ
とができる。
（書類等の保存）
第８条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る経費
を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した
日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管するも
のとする。
（補則）
第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そ
の都度市長が定める。
附 則

この告示は、平成27年12月24日から施行する。
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別記様式（第５条関係）
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（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第884号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 奈良市まちづくり基本構想案策定業務委

託
⑵ 業務場所 奈良市西大寺南町地内・登大路町地内他
⑶ 業務期間 契約の日から平成28年３月30日まで
⑷ 業務概要
１．奈良市まちづくり基本構想案策定
•地区の概要整理
•まちづくりの目標設定
•具体的取組方針の検討
•まちづくり構想図（案）の作成
•まちづくりのスケジュールの検討

以下省略
（平成27年12月24日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第885号
奈良市ならまち格子の家の指定管理者を指定したので、
奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す
る条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項の規定
により次のとおり告示します。

平成27年12月24日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市元興寺町44番地
奈良市ならまち格子の家

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市三条本町13番１号
ならまち格子の家指定管理者コンソーシアム
代表者 一般財団法人奈良市総合財団

理事長 津山 恭之
３ 指定管理者の指定の期間

平成28年４月１日から平成33年３月31日まで
４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市ならまち格子の家条例第３条に規定する事業
の実施に関すること。
⑵ 奈良市ならまち格子の家の利用制限に関すること。
⑶ 奈良市ならまち格子の家の施設及び附属設備の維持
管理に関すること。
⑷ その他市長が定めること。

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第886号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸

―88―

平成28年７月12日
（火 曜 日）号外第８号 奈 良 市 公 報

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成27年12月21日 扇谷 綾子
地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良県総合医療センター
奈良市平松一丁目30番１号 小児科

（肢体不自由）

平成27年12月21日 惠比須 礼子
地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良県総合医療センター
奈良市平松一丁目30番１号 小児科

（肢体不自由）

平成27年12月21日 安原 肇
地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良県総合医療センター
奈良市平松一丁目30番１号 小児科

（肢体不自由）

平成27年12月21日 新居 育世
地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良県総合医療センター
奈良市平松一丁目30番１号 小児科

（肢体不自由）

平成27年12月21日 磯本 慎二
地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良県総合医療センター
奈良市平松一丁目30番１号 整形外科

（肢体不自由）

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第887号

奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施要綱を廃止
する告示を次のように定める。
平成27年12月24日



奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施要綱を
廃止する告示

奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施要綱（平成
12年奈良市告示第137号）は、廃止する。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年１月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の奈
良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施要綱（以下「
旧要綱」という。）第３条の規定に基づきなされた申請
に係る紙おむつ等の支給については、旧要綱の規定は、
なおその効力を有する。

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第888号
奈良市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要
綱を廃止する告示を次のように定める。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実
施要綱を廃止する告示

奈良市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要
綱（平成17年奈良市告示第528号）は、廃止する。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年１月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の奈
良市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
（以下「旧要綱」という。）第５条の規定に基づきなさ
れた申請に係る日常生活用具の支給については、旧要綱
の規定は、なおその効力を有する。

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第889号
奈良市精神障害者医療費助成金交付要綱を廃止する告示
を次のように定める。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市精神障害者医療費助成金交付要綱を廃止する
告示

奈良市精神障害者医療費助成金交付要綱（平成27年奈良
市告示第467号）は、廃止する。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年１月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の際、現にこの告示による廃止前の奈
良市精神障害者医療費助成金交付要綱（以下「旧要綱」

という。）第９条の規定により交付され、又は旧要綱第
11条の規定により再交付された受給資格証は、奈良市精
神障害者医療費助成事業実施規則（平成27年奈良市規則
第92号。以下「新規則」という。）第９条に規定する受
給資格証とみなす。
３ この告示の施行の際、現に旧要綱第９条第３項に規定
する受給資格者である者は、新規則第９条第３項に規定
する受給資格者とみなす。第５項の規定によりなおその
効力を有することとされる旧要綱第９条第１項又は第２
項の規定により受給資格証を交付された者についても、
また同様とする。
４ この告示の施行の際、現に旧要綱第21条第２項に規定
する受給資格者である者は、新規則第22条第２項に規定
する受給資格者とみなす。第５項の規定によりなおその
効力を有することとされる旧要綱第20条各項の規定によ
り受給資格認定通知書を交付された者についても、また
同様とする。
５ 旧要綱の規定は、この告示の施行の日前に受けた医療
に係る助成金について、同日以後もなおその効力を有す
る。

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第890号
奈良市重度心身障害者老人等医療費助成金交付要綱を廃
止する告示を次のように定める。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市重度心身障害者老人等医療費助成金交付要綱
を廃止する告示

奈良市重度心身障害者老人等医療費助成金交付要綱（平
成17年奈良市告示第503号）は、廃止する。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年１月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の際、現にこの告示による廃止前の奈
良市重度心身障害者老人等医療費助成金交付要綱（以下
「旧要綱」という。）第５条の規定により同条に規定す
る受給者台帳に登載された者は、奈良市重度心身障害者
老人等医療費助成事業実施規則（平成27年奈良市規則第
91号）第５条の規定により同条に規定する受給者台帳に
登載された者とみなす。
３ 旧要綱の規定は、告示の施行の日前に受けた医療に係
る助成金で、この告示の施行の日の前日までに旧要綱の
規定により交付されていないものについて、同日後もな
おその効力を有する。この場合において、同項の規定に
よりなおその効力を有することとされる旧要綱第５条の
規定により同条に規定する受給者台帳に登載された者に
ついて準用する。

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――
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奈良市告示第891号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成27年７月２日 奈良市指令都整開 第15Ａ－11号
平成27年11月30日 奈良市指令都整開

第15Ａ－11－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成27年12月24日 第1506号
公共施設 平成27年12月24日 第711号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市百楽園四丁目433番２の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市西大寺国見町一丁目４番１－１号
大和ハウス工業株式会社 奈良支店
支店長 井上 富重

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市百楽園四丁目433番２の一部

⑵ 下水道
奈良市百楽園四丁目433番２の一部

（平成27年12月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第892号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４
号の規定による事業計画のある道路を次のとおり指定した
ので建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10
条の規定により公告します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定年月日
平成27年12月25日

２ 指定した道路の名称
市道 六条石木線

３ 指定した道路の幅員
7.70ｍ～9.00ｍ

４ 指定した道路の延長
60.0ｍ

５ 指定した道路の区域
奈良市六条三丁目1069番11地先から
奈良市六条三丁目1087番７地先まで

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第893号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと

おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成25年２月19日 奈良市指令都整開 第12Ａ－33号
平成25年７月29日 奈良市指令都整開

第12Ａ－33－１号
平成26年11月10日 奈良市指令都整開

第12Ａ－33－２号
平成27年７月３日 奈良市指令都整開

第12Ａ－33－３号
平成27年10月28日 奈良市指令都整開

第12Ａ－33－４号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成27年12月25日 第1507号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市東城戸町22番１の一部（２工区）
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大阪府豊中市新千里西町一丁目１番４号
パナホーム株式会社 代表取締役 藤井 康照

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第894号
奈良市七条コミュニティスポーツ会館の指定管理者を指
定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の
手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条
第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市七条一丁目２番１号
奈良市七条コミュニティスポーツ会館

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市七条一丁目36番４－１号
七条地区自治連合会
会長 中司 和人

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市七条コミュニティスポーツ会館の使用承認及
び使用制限に関すること。
⑵ 奈良市七条コミュニティスポーツ会館の施設及び設
備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第895号
奈良市南紀寺コミュニティスポーツ会館の指定管理者を
指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定

―90―

平成28年７月12日
（火 曜 日）号外第８号 奈 良 市 公 報



の手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４
条第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市南紀寺町五丁目54番地の１
奈良市南紀寺コミュニティスポーツ会館

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市南紀寺町五丁目52番地の17
南紀寺町五丁目第一自治会
会長 西倉 敏明

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市南紀寺コミュニティスポーツ会館の使用承認
及び使用制限に関すること。

⑵ 奈良市南紀寺コミュニティスポーツ会館の施設及び
設備の維持管理に関すること。

⑶ その他市長が定めること。
（平成27年12月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第896号
奈良市ならやまコミュニティスポーツ会館の指定管理者
を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指
定の手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第
４条第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市朱雀二丁目12番地
奈良市ならやまコミュニティスポーツ会館

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市右京四丁目４番地の21
平城ニュータウンスポーツ協会
会長 小林 弘文

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市ならやまコミュニティスポーツ会館の使用承
認及び使用制限に関すること。

⑵ 奈良市ならやまコミュニティスポーツ会館の施設及
び設備の維持管理に関すること。

⑶ その他市長が定めること。
（平成27年12月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第897号
奈良市東市コミュニティスポーツ会館の指定管理者を指
定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の
手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条
第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市古市町265番地の１
奈良市東市コミュニティスポーツ会館

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市古市町99番地の１
東市地区自治連合会
会長 今里 泰彦

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市東市コミュニティスポーツ会館の使用承認及
び使用制限に関すること。
⑵ 奈良市東市コミュニティスポーツ会館の施設及び設
備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第898号
奈良市邑地コミュニティスポーツ広場の指定管理者を指
定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の
手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条
第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市邑地町469番地
奈良市邑地コミュニティスポーツ広場

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市邑地町2887番地の１
邑地町自治会
会長 南出 純孝

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市邑地コミュニティスポーツ広場の使用承認及
び使用制限に関すること。
⑵ 奈良市邑地コミュニティスポーツ広場の施設及び設
備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第899号
奈良市高の原コミュニティスポーツ会館の指定管理者を
指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定
の手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４
条第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市神功三丁目６番地
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奈良市高の原コミュニティスポーツ会館
２ 指定管理者の所在地及び名称

奈良市右京四丁目４番地の21
平城ニュータウンスポーツ協会
会長 小林 弘文

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市高の原コミュニティスポーツ会館の使用承認
及び使用制限に関すること。

⑵ 奈良市高の原コミュニティスポーツ会館の施設及び
設備の維持管理に関すること。

⑶ その他市長が定めること。
（平成27年12月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第900号
奈良市狭川コミュニティスポーツ広場の指定管理者を指
定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の
手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条
第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市下狭川町2882番地の３
奈良市狭川コミュニティスポーツ広場

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市大柳生町4254番地
狭川地区自治連合会
会長 須蒲 孝

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市狭川コミュニティスポーツ広場の使用承認及
び使用制限に関すること。

⑵ 奈良市狭川コミュニティスポーツ広場の施設及び設
備の維持管理に関すること。

⑶ その他市長が定めること。
（平成27年12月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第901号
奈良市田原コミュニティスポーツ広場の指定管理者を指
定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の
手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条
第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市横田町203番地の１
奈良市田原コミュニティスポーツ広場

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市茗荷町1078番地の１

田原地区自治連合会
会長 松本 陽一

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市田原コミュニティスポーツ広場の使用承認及
び使用制限に関すること。
⑵ 奈良市田原コミュニティスポーツ広場の施設及び設
備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第902号
奈良市石打コミュニティスポーツプールの指定管理者を
指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定
の手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４
条第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市月ヶ瀬石打505番地の１
奈良市石打コミュニティスポーツプール

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市月ヶ瀬石打2375番地の２
石打自治会
会長 田中 一雄

３ 指定管理者の指定の期間
平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市石打コミュニティスポーツプールの使用承認
及び使用制限に関すること。
⑵ 奈良市石打コミュニティスポーツプールの施設及び
設備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第903号
奈良市八条コミュニティスポーツ広場の指定管理者を指
定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の
手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条
第３項の規定により次のとおり告示します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市八条一丁目814番地の４
奈良市八条コミュニティスポーツ広場

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市八条一丁目812番地の２
八条第二自治会
会長 森本 正美

３ 指定管理者の指定の期間
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平成28年４月１日から平成32年３月31日まで
４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市八条コミュニティスポーツ広場の使用承認及
び使用制限に関すること。

⑵ 奈良市八条コミュニティスポーツ広場の施設及び設
備の維持管理に関すること。

⑶ その他市長が定めること。
（平成27年12月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第904号
農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条
第１項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたので、
同法第19条の規定に基づき公告し、当該農用地利用集積計
画を次のとおり縦覧します。
平成27年12月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 農用地利用集積計画の縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部農林課内

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第905号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定

により公告します。
平成27年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成27年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第906号
奈良市情報公開条例（平成19年奈良市条例第45号）第34
条の規定により、平成26年４月１日から平成27年３月31日
までの間の各実施機関におけるこの条例の運用状況を次の
とおり公表します。
平成27年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
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申請者住所 奈良市左京三丁目15番地の８

申請者氏名 沼田 尚起

道路の位置 奈良市三条桧町390番９及び391番１の各
一部

道路の幅員 最大6.02ｍ 最小6.02ｍ

道路の延長 31.04ｍ

指定年月日 平成27年12月28日

指 定 番 号 第Ｈ2711号

１ 行政文書開示請求の件数及び処理の状況 （単位：件）

※取下げ等には、年度末時点で処理中のものを含みます。

２ 行政文書任意開示申出の件数及び処理の状況 （単位：件）

※取下げ等には、年度末時点で処理中のものを含みます。

実施機関
処 理 状 況

取下げ等 合計
開示 部分開示 不開示 拒否 不存在 却下

市 長 64 76 1 27 3 0 10 181

公 営 企 業 管 理 者 4 7 0 0 0 0 1 12

消 防 長 3 4 0 0 0 0 2 9

教 育 委 員 会 3 4 0 0 0 0 0 7

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0

公 平 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0

農 業 委 員 会 0 1 0 0 0 0 0 1

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

議 会 2 1 0 0 0 0 0 3

計 76 93 1 27 3 0 13 213

実施機関
処 理 状 況

取下げ等 合計
開示 部分開示 不開示 拒否 不存在 却下

市 長 6 12 0 0 0 0 0 18
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３ 不服申立ての件数及び処理の状況 （単位：件）

※取下げ等には、年度末時点で処理中のものを含みます。

処理状況
取下げ等 合 計

却下 棄却 一部認容 認容

0 1 1 3 0 5

（平成27年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第907号
奈良市個人情報保護条例（平成21年奈良市条例第51号）
第56条の規定により、平成26年４月１日から平成27年３月

31日までの間の各実施機関におけるこの条例の運用状況を
次のとおり公表します。
平成27年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 個人情報ファイル簿の件数 （平成27年３月31日現在）

２ 開示請求の件数及び処理の状況 （単位：件）

※取下げ等は、不存在及び年度末時点で処理中のものを含みます。
（平成27年12月28日掲示済）

実 施 機 関 件 数

市 長 95

公 営 企 業 管 理 者 4

消 防 長 6

教 育 委 員 会 13

選 挙 管 理 委 員 会 2

公 平 委 員 会 0

監 査 委 員 0

農 業 委 員 会 1

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 0

議 会 0

計 121

実施機関

書面による開示請求 口頭による
開示請求件
数

処 理 状 況
合計

開示 部分開示 不開示 取下げ等

市 長 15 18 0 8 41 115

公 営 企 業 管 理 者 0 0 0 0 0 0

消 防 長 3 1 0 0 4 0

教 育 委 員 会 1 2 0 1 4 1,175

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0

公 平 委 員 会 0 0 0 0 0 0

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0

議 会 0 0 0 0 0 0

計 19 21 0 9 49 1,290



訓 令 甲
奈良市訓令甲第11号

庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
平成27年12月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市文書取扱規程の一部を改正する訓令

奈良市文書取扱規程（昭和23年奈良市訓令甲第２号）の
一部を次のように改正する。
第22条を次のように改める。
（文書番号の更改）
第22条 収受及び施行の各種文書に付する一連番号は、会
計年度（暦年によることが適当であると総務課長が認め
るものにあつては、暦年）によつて改める。
２ 前項の規定にかかわらず、第20条第１項に規定する文
書に付する一連番号は、暦年によつて改める。
別記第５号様式の（表）を次のように改める。
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第５号様式（第11条関係）
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附 則
（施行期日）
１ この訓令中第22条の改正規定は平成28年１月１日から、
別記第５号様式の改正規定は同年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 平成28年１月１日から同年３月31日までの間における
収受及び施行の各種文書（第20条第１項に規定する文書
を除く。）に付する一連番号については、前年の一連番
号に引き続き付するものとする。

（平成27年12月24日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第20号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により公表します。
平成27年12月25日

奈良市監査委員 中 村 勝三郎
同 中 本 勝
同 横 井 雄 一
同 山 口 裕 司

奈 監 第 65 号
平成27年12月25日

奈 良 市 長 仲 川 元 庸 様
奈良市議会議長 浅 川 仁 様
奈良市教育委員会委員長 杉 江 雅 彦 様

奈良市監査委員 中 村 勝三郎
同 中 本 勝
同 横 井 雄 一
同 山 口 裕 司

定期監査の結果について
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により報告します。
１ 監査対象
市民生活部 市民課 生活環境課 新斎苑建設推進課
西部出張所 総務課 住民課

市民活動部 人権政策課
人権文化センター（北 中 東 南）
男女共同参画課

（教育委員会）
教育総務部 教育総務課 生涯学習課
高等学校 一条
中学校 春日 二名 平城 都祁
小学校 済美 大安寺 平城 平城西 左京

並松 吐山 六郷
幼稚園 済美 大安寺 平城 平城西
こども園 左京

学校教育部 学校教育課 保健給食課 地域教育課
（消防局）

総務課
災害対策室 予防課
情報救急室 救急課

２ 監査期間
平成27年10月21日～同年12月25日

３ 監査方法
平成27年度の財務に関する事務の執行について、あら
かじめ求めた平成27年９月末日現在の資料に基づき、関
係職員からの事情聴取とともに、関係書類の通査、照合
等を行う方法で実施した。
４ 監査結果

監査した財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率
的に執行されているものと認められたが、一部において
改善を要する事例が見受けられたので、その措置を講じ
られたい。
なお、指摘事項について措置を講じた場合は、地方自
治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を通知され
たい。
市民生活部
市民課
⑴ 実査した郵便葉書と切手類受払簿とを照合した
ところ、切手類受払簿に記録されている郵便葉書
の残枚数より実査した郵便葉書の枚数の方が多
かった。また、毎月、所属長の残高等の確認の決
裁も受けていなかった。郵便切手や郵便葉書は、
金銭等価物であるので、適宜、管理を正確に行っ
た上で、毎月、郵便葉書の残枚数も確認し、所属
長の決裁を受けられたい。
⑵ 職員が市外出張したにもかかわらず、旅費を支
給していない事例があった。職員等の旅費に関す
る条例に則り、適正な事務処理を行われたい。

市民活動部
人権政策課
配電用支持物及び電気通信線路設備の設置に対し、
行政財産の目的外使用を許可する場合の使用料につ
いては、奈良市行政財産使用料条例第４条第２項の
規定により、奈良市道路占用料に関する条例別表の
規定を準用することとされている。しかしながら、
国道での占用料の取扱いを定めた「道路法施行令及
び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
の施行について」の一部改正通知に従い、支柱及び
支線の使用料を免除する取扱いを行った事例が２件、
また、１件の使用許可に係る年度ごとの使用料の額
が100円に満たない場合の使用料の額を100円として
徴収した事例が１件あった。奈良市行政財産使用料
条例に則り、適正な事務処理を行われたい。
中人権文化センター
管理している公用車（業務用車１台）の運転報告
書については、奈良市公用車管理規則第18条の規定
により、毎日、運転報告書（別記第７号様式）を作
成し、翌日の使用時までに公用車管理者（中人権文
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化センター所長が該当）に提出することになってい
るにもかかわらず、独自様式の公用車運転日報が作
成されており、また、給油量の記載漏れがあり、公
用車管理者への提出も行われていなかった。奈良市
公用車管理規則第18条の規定に則り、適正な事務処
理を行われたい。
南人権文化センター
管理している公用車（業務用車１台）の運転報告

書については、奈良市公用車管理規則第18条の規定
により、毎日、運転報告書（別記第７号様式）を作
成し、翌日の使用時までに公用車管理者（南人権文
化センター所長が該当）に提出することになってい
るにもかかわらず、独自様式の公用車運転日報が作
成されており、また、公用車管理者の決裁が月ごと
に行われていた。奈良市公用車管理規則第18条の規
定に則り、適正な事務処理を行われたい。
男女共同参画課
開催された５つの講座で、受講者から受講料を徴

収し、領収書を発行しているが、当該領収書は、複
写様式のものではなく、連番も付されていなかった。
公金の適正管理の観点から、正副の複写様式のもの
で、連番が付された領収書を使用されたい。

（教育委員会）
教育総務部
生涯学習課
西部公民館の使用について、次のような使用を承

認し、使用料を徴収している事例が見受けられた。
奈良市公民館条例に則り、適正な事務処理を行われ
たい。
⑴ 奈良市公民館条例別表に定める使用料の使用時
間区分と異なった取扱いを、奈良市公民館運営要
綱に定め、同要綱第２条第３項の規定に基づき、
体育室の使用に際し、２つの団体に同一使用時間
区分を時間按分して使用料を徴収していた。

⑵ ２つの団体に体育室の部分使用を承認し、使用
料を徴収しているが、奈良市公民館条例別表に定
める金額を徴収せず、実際に使用する面積で按分
した使用料を徴収していた。

左京こども園
遠足の下見として職員６人が大阪市内へ市外出張

したにもかかわらず、そのうちの２人には旅費を支
給していなかった。職員等の旅費に関する条例に則

り、適正な事務処理を行われたい。
学校教育部
学校教育課
「近畿中学校総合体育大会派遣補助金」の補助対
象経費であるバスケットボールの交通費については、
当該競技日程（大和郡山市開催分）が１日だけであ
るにもかかわらず、２日間として算出され、当該補
助金の交付決定金額としていた。適正な事務処理を
行われたい。
保健給食課
平成26年度の学校給食費の収入未済額が、平成27
年度に滞納繰越分の調定として起票されていなかっ
た。奈良市会計規則第21条第３項の規定に則り、適
正な事務処理を行われたい。
地域教育課
バンビーホームの児童育成料及び学習プログラム
受講料について、納期限までに納入が無かった者に
対して督促状を発送しているが、督促により指定す
べき期限を当該督促の翌日から起算して15日を超え
て設定している事例があった。奈良市債権管理条例
施行規則第３条第２項の規定に則り、適正な事務処
理を行われたい。

（消防局）
総務課
消防団員貸与被服として物品供給契約を締結した
現場活動用雨衣について、支出負担行為伺書の現品
確認日欄及び検収日欄に契約書で定められた納入期
限日と同日の日付が記入され、確認印が押印されて
いたが、納入期限日後に一部が納入されているのみ
であった。適正な事務処理を行われたい。

（平成27年12月25日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第99号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成27年12月22日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

ＦＳ設備 代表者
船津 政春 大阪府堺市中区深阪４－８－64 平成27年12月21日

（平成27年12月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第15号
奈良市企業局文書取扱規程の一部を改正する規程を次の
ように定める。

平成27年12月25日
奈良市公営企業管理者

池 田 修
奈良市企業局文書取扱規程の一部を改正する規程

奈良市企業局文書取扱規程（平成２年奈良市水道局管理



規程第９号）の一部を次のように改正する。
第23条を次のように改める。
（文書番号の更改）
第23条 収受及び施行の各種文書に付する一連番号は、会
計年度（暦年によることが適当であると総務課長が認め
るものにあっては、暦年）によって改める。
２ 前項の規定にかかわらず、条例、規則、管理規程、告
示、訓令等公示を要する文書に付する一連番号は、暦年
によって改める。
別記第５号様式を次のように改める。
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第５号様式（第13条関係）
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附 則
（施行期日）
１ この規程中第23条の改正規定は平成28年１月１日から、
別記第５号様式の改正規定は同年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 平成28年１月１日から同年３月31日までの間における
収受及び施行の各種文書（条例、規則、管理規程、告示、
訓令等公示を要する文書を除く。）に付する一連番号に
ついては、前年の一連番号に引き続き付するものとする。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第100号
平成28年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格審査申
請要領を次のように定めます。
平成27年12月25日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

平成28年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格審
査申請要領

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５
第１項及び第167条の11第２項の規定により、平成28・29
年度（平成28年度）において、奈良市企業局が発注する建
設工事、測量・建設コンサルタント等の競争入札に参加す
る者に必要な資格及び申請方法等を定めたので、競争入札
に参加しようとされる方は、以下の要領により入札参加資
格審査申請書を提出してください。
市内業者（市内に建設業法（昭和24年法律第100号）等
に基づく本店を有する者）及び準市内業者（市内に建設業
法等に基づく支店等を有する者）については、今回は基準
年受付となり、平成28・29年度の２年間の有効期間となり
ます。なお、市外業者（市内に建設業法等に基づく本店及
び支店等を有しない者）については、追加年受付となり、
平成28年度のみの有効期間となります。対象は、新規に申
請される方及び平成27年２月に申請されなかった方です。
１ 入札参加者の資格
⑴ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で、復権を
得ない者でないこと。

⑵ 平成26・27年度分の市・県民税（法人市民税にあっ
ては、入札参加資格審査申請時において平成27年度分
が確定していない場合は、平成25・26年度分）及び固
定資産税に係る滞納がないこと。

⑶ 平成26・27年度分の国民健康保険料の滞納がないこ
と。

⑷ 平成26年４月～平成27年９月分の水道料金及び下水
道使用料の未納がないこと。

⑸ 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」
の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入有無欄
において、「有」又は「除外」と表示されている者。
⑹ 次のいずれにも該当しないもの
ア 役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店又
は営業所（常時建設工事等の契約に関する業務を行

う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人に
あってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表
者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
第77号。以下「法」という。）第２条第６号に規定
する暴力団員という。以下同じ。）である者

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与し
ている者
ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者
の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を
提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極
的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して
いる者
オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団
又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ている者

２ 受付期間
平成28年２月15日（月）から平成28年２月29日（月）
まで（土・日曜日を除く。）
※郵送分については、平成28年２月１日（月）から受
付します。
３ 受付時間

午前９時30分～正午、午後１時30分～午後４時
４ 受付場所

奈良市役所庁舎北棟６階 第18会議室
〈問い合わせ先〉奈良市企業局経営部総務課

入札検査室入札係
電話番号 0742－34－5200（代表）

５ 申請方法
⑴ 市内業者は持参受付に限ります。後日、入札参加資
格審査結果通知書を郵送しますので、82円切手を貼り
付けた返信用封筒に連絡先・担当者名を明記のうえお
持ちください。
⑵ 準市内業者及び市外業者は、郵送での申請をしてく
ださい。郵送受付は平成28年２月29日（月）までの消
印有効とします。後日､入札参加資格審査申請書受付
票及び入札参加資格審査結果通知書を郵送しますので、
82円切手を貼り付けた返信用封筒に連絡先・担当者名
を明記のうえ、２通同封してください。（２通それぞ
れに切手が必要です。）

６ 郵送先
〒630－8001
奈良市法華寺町264番地１
奈良市企業局経営部総務課入札検査室入札係

７ 登録有効期間
⑴ 市内業者・準市内業者 ２年間（平成28・29年度）
⑵ 市外業者 １年間（平成28年度）
８ 有資格者の決定
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資格審査の結果、その内容が適正であると認めたもの
を有資格者と決定します。
９ その他留意事項
⑴ 申請書の添付書類が不足している場合及び記載内容
が確認できない場合には受付しません。十分精査のう
え、期日までに提出してください。

⑵ 提出書類の内容と事実が相違していることが後日判
明したときは、事実確認を行ったうえ、入札参加資格
を取り消す場合があります。

⑶ 各証明書及び謄本は、発行日から３か月以内のもの
を提出してください。

⑷ 関係書類提出後において、該当書類に変更が生じた
場合は、その都度、経営部総務課入札検査室に変更届
を提出してください。

⑸ 提出書類は、ひもとじ又はファイルとじにして提出
してください。（項目ごとにインデックスを貼付・番
号を記載）

⑹ 提出いただいた入札参加資格審査申請書内容は、奈
良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公開しま
す。

⑺ 提出書類以外にも、必要に応じて審査に必要な書類
を提出していただく場合があります。

10 提出書類
次の各業者区分に応じ、必要な書類を提出してくださ

い。
⑴ 建設業者
建設業法第３条第１項に規定する建設業者で、かつ、
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（平成
26年10月１日から平成27年９月30日までの間に審査基
準日を有するもの)を受けている者

＜市内業者＞（市内に建設業法に基づく本店を有する者）

① 建設工事入札参加資格審査申請書（奈良市企業局
の様式）

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（
写し）（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで
の間に審査基準日を有するもの）

③ 従業員名簿（第５号様式）
④ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（
写し）

⑤ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２
年分）（写し）
⑥ 建設業許可申請書のうち、様式第七号〔経営業務
の管理責任者証明書〕（写し）

⑦ 建設業許可申請書のうち、様式第八号⑴又は⑵〔
専任技術者証明書（新規・変更）又は（更新）〕（写
し）

⑧ 建設業許可通知書又は証明書（写し）
⑨ 印鑑証明書（原本）（法人・個人とも発行日から
３か月以内のもの）

⑩ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪ 納税証明書（写し）
•法人 平成26・27年度分の法人市民税（ただし、

入札参加資格審査申請時において平成27年度
分が確定していない場合は、平成25・26年度
分）及び固定資産税に係るもの

•個人 平成26・27年度分の市・県民税及び固定資
産税に係るもの

⑫ 国民健康保険料納付証明書（写し）（個人業者のみ
で平成26・27年度分に係るもの）
⑬ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（該当
者のみで平成26年４月～平成27年９月分に係るもの）
⑭ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が
義務付けられているとき）
⑮ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（
労働局等で証明されたもの。申告書・領収書等は不
可）
⑯ 調査票
⑰ 誓約書
⑱ 入札参加資格審査申請書受付票
※ 官公需適格組合（事業協同組合の場合）について
は、上記のほか、官公需適格組合の証明を受けてい
ることを明らかにする書面、組合員名簿（組合員の
商号又は名称、住所、電話番号及び組合における役
職名が記載されているもの）及び審査対象とする組
合員の②に掲げる書面を提出してください。

＜準市内業者＞
（市内に建設業法に基づく支店等を有する者）

① 入札参加資格審査申請書（第２号様式（奈良市企
業局の様式））又は一般競争（指名競争）参加資格審
査申請書（国土交通省（地方整備局等）様式）
② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（
写し）（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで
の間に審査基準日を有するもの）
③ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（
写し）
④ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２
年分）（写し）

⑤ 営業所一覧表
⑥ 建設業許可通知書又は証明書及び建設業許可申請
書の別表又は別紙２⑴、２⑵（写し）［営業所の許可
業種や営業所情報がわかる部分］
⑦ 委任状（原本）（営業所等に権限を委任する場合に
限る。）

⑧ 印鑑証明書（原本）（法人・個人とも発行日から３
か月以内のもの）
⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑩ 納税証明書（写し）
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•法人 平成26・27年度分の法人市民税（ただし、
入札参加資格審査申請時において平成27年度
分が確定していない場合は、平成25・26年度
分）及び固定資産税に係るもの

•個人 平成26・27年度分の市・県民税及び固定資
産税に係るもの

⑪ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（該当
者のみで平成26年４月～平成27年９月分に係るもの）

⑫ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が
義務付けられているとき）

⑬ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（
労働局等で証明されたもの。申告書・領収書等は不
可）

⑭ 調査票
⑮ 誓約書
⑯ 入札参加資格審査申請書受付票

＜市外業者＞
（市内に建設業法に基づく本店及び支店等を有しない者）

① 入札参加資格審査申請書（第２号様式（奈良市企
業局の様式））又は一般競争（指名競争）参加資格審
査申請書（国土交通省（地方整備局等）様式）

② 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（
写し）（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで
の間に審査基準日を有するもの）

③ 経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（
写し）

④ 経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２
年分）（写し）
⑤ 営業所一覧表
⑥ 建設業許可通知書又は証明書及び建設業許可申請
書の別表又は別紙２⑴、２⑵（写し）［営業所の許可
業種や営業所情報がわかる部分］

⑦ 委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限
る。）

⑧ 印鑑証明書（原本）（法人・個人とも発行日から３
か月以内のもの）

⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑩ 法人税（個人業者の場合は所得税）に係る納税証
明書（写し）
（e-tax電子納税証明書可。CDで提出）
•法人 （その３）又は（その３の３）様式
•個人 （その３）又は（その３の２）様式

⑪ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が
義務付けられているとき）

⑫ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（
労働局等で証明されたもの。申告書・領収書等は不
可）

⑬ 調査票

⑭ 誓約書
⑮ 入札参加資格審査申請書受付票
※ 税務署での納税証明申請手続については、国税庁
のホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認し
てください。

⑵ 測量・建設コンサルタント等
１ 建設コンサルタント業者（建設コンサルタント登
録規程による登録業者）
２ 測量業者（測量法（昭和24年法律第188号）によ
る登録業者）
３ 建築設計業者（建築士法（昭和25年法律第202号）
による登録業者）
４ 地質調査業者（地質調査業者登録規程による登録
業者）
５ 補償コンサルタント業者（補償コンサルタント登
録規程による登録業者）
６ その他（１～５以外で調査業務等について営業す
る者）

＜市内業者・準市内業者・市外業者共通＞

① 入札参加資格審査申請書（第３号様式の１・第３
号様式の２（奈良市企業局の様式））又は一般競争（
指名競争）参加資格審査申請書（国土交通省（地方
整備局等）様式）
② 業態調書（業態調書に記載のない業務については、
余白に記入してください。）
③ 技術職員名簿
④ 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書（写
し）
⑤ 財務諸表（直近１年度分）

なお、建設コンサルタント業者、地質調査業者及
び補償コンサルタント業者にあっては、現況報告書
を必ず提出すること。
⑥ 営業所一覧表
⑦ 委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限
る）
⑧ 印鑑証明書（原本）（法人・個人とも発行日から３
か月以内のもの）
⑨ 商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑩ 納税証明書（写し）
•市内業者及び準市内業者

法人 平成26・27年度分の法人市民税（ただし、
入札参加資格審査申請時において平成27年
度分が確定していない場合は、平成25・26
年度分）及び固定資産税に係るもの

個人 平成26・27年度分の市・県民税及び固定
資産税に係るもの

•市外業者
法人税（個人業者の場合は所得税）に係る納税証
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明書（写し）
（e-tax電子納税証明書可。CDで提出）

法人 （その３）又は（その３の３）様式
個人 （その３）又は（その３の２）様式

⑪ 国民健康保険料納付証明書（写し）（市内個人業者
のみで平成26・27年度分に係るもの）

⑫ 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（該当
者のみで平成26年４月～平成27年９月分に係るもの）
（市内及び準市内業者のみ）

⑬ 障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が
義務付けられているとき）

⑭ 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（
労働局等で証明されたもの。申告書・領収書等は不
可）

⑮ 調査票
⑯ 誓約書
⑰ 入札参加資格審査申請書受付票
※ 税務署での納税証明申請手続については、国税庁
のホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認し
てください。

（平成27年12月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第101号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成27年12月28日から２週間、奈良市
企業局下水道部下水道維持課に備え置いて縦覧に供します。
平成27年12月28日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成28年１月12日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市学園大和町一丁目、宝来町、七条一丁目、肘塚
町及び右京四丁目の各一部
２－２ 公共汚水桝設置申請のうち、供用を開始する箇所

奈良市大和田町1917番10、中山町西三丁目362番３、
疋田町三丁目548番９、548番56、548番57、西大寺芝町
二丁目2071番８、西大寺芝町二丁目2071番10、白毫寺町
43番、1054番、東九条町441番４、高樋町1227番３
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３ 供用を開始する排水施設の位置

管 渠 番 号 起 点 終 点 備考

杣川幹線－50 奈良市学園大和町一丁目1442番２ 奈良市学園大和町一丁目1542番69 ①

あやめ池南幹線－505 奈良市宝来町1312番１ 奈良市宝来町1314番15 ②

七条幹線－104 奈良市七条一丁目460番21 奈良市七条一丁目460番１ ③

七条幹線－105 奈良市七条一丁目460番21 奈良市七条一丁目442番１ ④

紀寺幹線－46 奈良市肘塚町173番２ 奈良市肘塚町173番１ ⑤

平城第１幹線－３ 奈良市右京四丁目25番 奈良市右京四丁目11番３ ⑥

平城第１幹線－４ 奈良市右京四丁目11番３ 奈良市右京四丁目11番３ ⑥

４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成27年12月28日掲示済）

消 防
奈良市消防局長訓令甲第３号

全 職 員
奈良市消防文書規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
平成27年12月25日

奈良市消防局長 酒 井 孝 師
奈良市消防文書規程の一部を改正する訓令

奈良市消防文書規程（昭和42年消防長訓令甲第５号）の
一部を次のように改正する。
第６条を次のように改める。

（帳簿の使用期間）
第６条 帳簿の使用期間は１年とし、会計年度によつて改
める。ただし、必要により累年使用することができる。
２ 前項の規定にかかわらず、条例、規則、告示、訓令等
公示を要する文書に関する帳簿は、暦年によつて改める。
別記第11号様式の（表）を次のように改める。



第11号様式
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附 則
（施行期日）
１ この訓令中第６条の改正規定は平成28年１月１日から、
別記第11号様式の改正規定は同年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 平成28年１月１日から同年３月31日までの間における
各種帳簿（この訓令による改正後の奈良市消防文書規程
（以下「新規程」という。）第６条第２項に規定する帳
簿を除く。）の使用については、新規程第６条第１項の
規定にかかわらず、前年の帳簿を引き続き使用するもの
とする。

（平成27年12月25日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市児童生徒就学援助費支給規則をここに公布する。
平成27年12月25日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

奈良市教育委員会規則第21号
奈良市児童生徒就学援助費支給規則

（目的）
第１条 この規則は、学校教育法（昭和22年法律第26号）
第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難
と認められる児童生徒の保護者に対し、就学援助費（以
下「援助費」という。）を支給することにより、義務教
育の円滑な実施を図ることを目的とする。
（支給対象者）
第２条 援助費の支給を受けることができる者は、児童生
徒（学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒
のうち、本市に住所を有する者をいう。以下同じ。）の
保護者（学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以
下同じ。）で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者
とする。
⑴ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項
に規定する要保護者

⑵ 別に定める基準により要保護者に準ずる程度に困窮
していると教育委員会が認める者

２ 前項の規定にかかわらず、市立の小学校又は中学校に
在籍する児童生徒の保護者は、当該児童生徒が本市に住
所を有しないときも、当該児童生徒が住所を有する市町
村の教育委員会との協議の上、援助費の支給を受けるこ
とができる。
（支給費目）
第３条 援助費の支給は、次に掲げる支給費目について、
別に定める基準に従い行う。ただし、生活保護法第13条
の教育扶助としてこれに相当する支給を受けた場合は、
支給しない。
⑴ 学用品費
⑵ 通学用品費
⑶ 新入学児童生徒学用品費

⑷ 校外活動費
⑸ 修学旅行費
⑹ 学校給食費
⑺ 医療費（学校保健安全法施行令（昭和33年政令第
174号）第８条に規定する疾病の治療に要する医療費
に限る。）
（支給額）
第４条 前条の支給費目に係る支給額は、毎年度国が定め
る特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒
援助費補助金交付要綱に基づく要保護児童生徒援助費補
助金予算単価を上限として、予算の範囲内において教育
委員会が定めるものとする。
（申請）
第５条 援助費の支給を受けようとする者（以下「申請者
」という。）は、別に定める就学援助費受給申請書（以
下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、
当該児童生徒が在籍する市立の小学校又は中学校の学校
長（以下「学校長」という。）を経由して、又は直接教
育委員会に提出しなければならない。ただし、現に生活
保護法第13条の教育扶助を受けている者については、こ
の限りでない。
⑴ 同一生計世帯員全員分の住民登録住所が確認できる
書類
⑵ 同一生計世帯員全員分の課税証明書又は非課税証明
書
⑶ その他教育委員会が必要と認める書類
２ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付を省略することができる。
３ 第１項の申請は、年度ごとに教育委員会が指定する期
日までにしなければならない。ただし、転入その他特別
な理由により当該期日までに申請することができない場
合は、同日後においてもその都度申請することができる
ものとする。
（認定）
第６条 教育委員会は、申請書を受理したときは、当該申
請について審査し、援助費の支給の認定の可否を決定す
る。この場合において、教育委員会は、学校長の意見等
を徴することができる。
２ 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定し
たときは、別に定める通知書により申請者及び学校長に
通知するものとする。
（支給方法）
第７条 援助費の支給は、保護者が指定する金融機関の預
金口座に振り込む方法により行う。
２ 前項の規定にかかわらず、第３条第１号から第５号ま
でに掲げる援助費は、前条第１項の規定により援助費の
支給の認定を受けた者（以下「被認定者」という。）の
うち市立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護
者がこれらの請求、受領及び返納に関する一切の権限を
学校長に委任したときは、学校長を経て支給することが
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できる。
３ 前２項の規定にかかわらず、全ての援助費は、被認定
者が学校徴収金（教材費、校外活動費その他の学校教育
活動に要する経費であって、学校において直接保護者か
ら徴収する経費をいう。）を納付していないときは、学
校長を経て支給する方法その他教育委員会が適当と認め
る方法により支給することができる。
（領収書）
第８条 学校長は、前条第２項又は第３項の規定により学
校長を経て援助費を当該被認定者に支給したときは、当
該被認定者から領収書を徴するものとする。
（支給対象期間）
第９条 被認定者は、教育委員会が定める期間における、
第３条の支給費目に係る援助費の支給を受けることがで
きる。
（変更等の届出）
第10条 被認定者は、援助費の受給を辞退しようとすると
き、又は申請の内容に変更が生じたときは、別に定める
届出書により教育委員会又は学校長に届け出なければな
らない。
（認定の取消等）
第11条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに
該当したときは、その認定を取り消すものとする。
⑴ 援助費の受給の辞退を届け出たとき。
⑵ 第２条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
⑶ 偽りその他の不正な手段により援助費の支給を受け
たとき。

⑷ 援助費の支給を停止することが適当であると認めら
れるとき。

２ 前項第３号に該当する場合は、教育委員会は既に支給
した援助費の全部又は一部を返還させることができる。
（その他）
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会
が別に定める。
附 則

この規則は、平成28年１月１日から施行する。
（平成27年12月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市特別支援教育就学奨励費支給規則をここに公布す
る。
平成27年12月25日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

奈良市教育委員会規則第22号
奈良市特別支援教育就学奨励費支給規則

（目的）
第１条 この規則は、小学校若しくは中学校の特別支援学
級（学校教育法（昭和22年法律第26号）第81条第２項に
規定する特別支援学級をいう。以下同じ。）に在籍する
児童生徒の保護者又は学校教育法施行規則（昭和22年文
部省令第11号）第140条の規定による障害に応じた特別

の指導を受ける者のための教育課程（以下「通級指導教
室」という。）に該当する児童生徒の保護者に対し、特
別支援教育就学奨励費（以下「就学奨励費」という。）
を支給することにより、経済的な負担を軽減し、もって
教育の機会均等を図ることを目的とする。
（支給対象者）
第２条 就学奨励費の支給を受けることができる者（以下
「支給対象者」という。）は、市立の小学校若しくは中
学校の特別支援学級又は通級指導教室に在籍する児童生
徒の保護者とする。
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当
するものは、支給対象者としない。
⑴ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第13条の教育
扶助を受けている者
⑵ 奈良市児童生徒就学援助費支給規則（平成27年奈良
市教育委員会規則第21号）に基づき、就学援助費の支
給を受けている者
（支給区分）
第３条 支給対象者は、その経済的な負担能力の程度に応
じて、次に掲げるものに区分する。
⑴ 収入額（特別支援学校への就学奨励に関する法律施
行令（昭和29年政令第157号）第２条第１号に規定す
る収入額をいう。次号において同じ。）が需要額（同
条第１号に規定する需要額をいう。次号において同じ。
）の2.5倍未満の者
⑵ 収入額が需要額の2.5倍以上の者
（支給費目）
第４条 就学奨励費の支給費目は、別表のとおりとする。
（支給額）
第５条 就学奨励費の支給額は、前条の支給費目ごとに、
毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費負担金等及び
要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に基づく特別支援
教育就学奨励費補助金国庫補助対象額を上限として、予
算の範囲内において教育委員会が定めるものとする。
（申請）
第６条 就学奨励費を受けようとする者（以下「申請者」
という。）は、別に定める特別支援教育就学奨励費に係
る調書（以下「調書」という。）に、次に掲げる書類を
添えて、当該児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学
校長（以下「学校長」という。）を経由して、教育委員
会に提出しなければならない。
⑴ 同一生計世帯員全員分の住民登録住所が確認できる
書類
⑵ 同一生計世帯員全員分の前年の収入又は所得を明ら
かにする書類
⑶ その他教育委員会が必要と認める書類
２ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証す
る事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添
付を省略することができる。
３ 第１項の申請は、年度ごとに教育委員会が指定する期
日までにしなければならない。ただし、転入その他特別
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な理由により当該期日までに申請することができない場
合は、同日後においてもその都度申請することができる
ものとする。
（支給区分の決定）
第７条 教育委員会は、調書を受理したときは、これを審
査した上で第３条に規定する支給区分を決定する。この
場合において、教育委員会は、学校長の意見等を徴する
ことができる。
２ 教育委員会は、前項の規定により支給区分を決定した
ときは、別に定める通知書により申請者及び学校長に通
知するものとする。
（支給方法）
第８条 就学奨励費の支給は、保護者が指定する金融機関
の預金口座に振り込む方法により行う。ただし、教育委
員会が特に必要と認める場合は、これ以外の方法により
行うことができる。
（支給対象期間）
第９条 第７条第１項の規定により就学奨励費の支給区分
の決定を受けた者（以下「被認定者」という。）は、当
該年度の４月１日から３月31日までの間（学用品等購入
費及び新入学児童生徒学用品等購入費にあっては、教育

委員会が定める期間）にあった第４条の支給費目に係る
出費について、就学奨励費の支給を受けることができる。
２ 第６条第３項ただし書の規定による申請があったとき
は、当該申請のあった日の属する月の初日から支給する
ものとし、支給対象者に該当しなくなったとき、又は被
認定者が支給を辞退したときは、当該月の末日まで支給
するものとする。
（変更等の届出）
第10条 被認定者は、就学奨励費の受給を辞退しようとす
るとき、又は申請の内容に変更が生じたときは、別に定
める届出書により教育委員会又は学校長に届け出なけれ
ばならない。
（就学援助費の返還）
第11条 教育委員会は、偽りその他の不正な手段により就
学奨励費の支給を受けた者に対し、既に支給した就学奨
励費の全部又は一部を返還させることができる。
（その他）
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会
が別に定める。

附 則
この規則は、平成28年１月１日から施行する。
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別表（第４条関係）

備考
第３条第２号に該当する者及び通級指導教室に在籍する児童生徒の保護者については、通学費のみを支給する。

支給費目 内容

１ 学用品等購入費 児童生徒が通常必要とする学用品及び児童生徒（第１学年の者を除く。）が通学
のため通常必要とする通学用品（通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等）の購入費

２ 新入学児童生徒学用品等購入
費

新たに入学する児童生徒（被認定者となった保護者の児童生徒に限る。）が、入
学に当たって通常必要とする学用品及び通学用品（ランドセル、カバン、通学
用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等）の購入費

３ 校外活動等参加費 ア 児童生徒が学校行事として実施される宿泊を伴わない校外活動（学校外に
教育の場を求めて行われる活動（修学旅行を除く。）をいう。以下同じ。）に
参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費及び見学料

イ 児童生徒が学校行事として実施される宿泊を伴う校外活動に参加するため
に要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料（学年を通じて
１回に限る。）

４ 修学旅行費 児童生徒が参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通
費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行障害保険料、旅行業務取扱
料金、添乗員経費、しおり代、通信費及び荷物輸送料（小学校及び中学校在籍
期間を通じてそれぞれ１回に限る。）

５ 学校給食費 学校給食を実施している小学校又は中学校に在籍する児童生徒の学校給食に要
する費用の実費

６ 通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費（そ
の者が通学に利用する交通機関の旅客運賃に限る。）

（平成27年12月25日掲示済）



―110―

平成28年７月12日
（火 曜 日）号外第８号 奈 良 市 公 報

奈 良 市 民 憲 章

奈良は日本のふるさと。美しい自然とすぐれた文化遺

産を守り、古都に住むものにふさわしい自覚と誇りに生

きましょう。

奈良は未来をひらくまち。青少年は健康で、はつらつ

と、正しく強い人間になりましょう。

奈良は善意のまち。みんなのしあわせのために、おた

がいに助けあいましょう。

奈良は清潔で平和なまち。旅行者にはあたたかく親切

に接しましょう。

奈良はのびゆくまち。市民の創意で、伝統と調和のと

れた新しい住みよいまちづくりをしましょう。


